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  防災訓練の実施の結果について、原子力災害対策特別措置法第 13 条の 2 第 1 項の規定に基

づき報告します。 

原子力事業所の名称及び場所 東海第二発電所 
茨城県那珂郡東海村大字白方１番の１ 

防 災 訓 練 実 施 年 月 日 ２０２５年２月２５日 ２０２４年４月１日～ 
２０２５年３月３１日 

防災訓練のために想定した 
原 子 力 災 害 の 概 要 

東海第二発電所（新規制基準適合

後の定格熱出力一定運転中を想定）

は、地震（東海村震度６弱）の影響

を受け、外部電源の喪失及び重要区

域での火災、設備故障等の発生によ

り、原子炉注水機能が喪失したこと

で、原子力災害対策特別措置法第１

５条事象に至る原子力災害の発生

を想定した。 

別紙２のとおり 

防 災 訓 練 の 項 目 総合訓練 要素訓練 

防 災 訓 練 の 内 容 

（１）本部運営訓練 
（２）通報連絡訓練 
（３）緊急時環境モニタリング訓練 
（４）発電所退避者誘導訓練 
（５）原子力医療訓練 
（６）シビアアクシデント対応訓練 
（７）原子力緊急事態支援組織対応訓練

（８）その他必要と認められる訓練 

【発電所】 
（１）本部運営訓練 
（２）通報連絡訓練 
（３）緊急時環境モニタリング訓練 
（４）原子力災害医療訓練 
（５）全交流電源喪失対応訓練 
（６）シビアアクシデント対応訓練 
【本店】 
（１）その他必要と認められる訓練 

防 災 訓 練 の 結 果 の 概 要 別紙１のとおり 別紙２のとおり 

今後の原子力災害対策に 
向 け た 改 善 点 別紙１のとおり 別紙２のとおり 

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 
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防災訓練の結果の概要（総合訓練） 

 

本訓練は、「東海第二発電所原子力事業者防災業務計画 第２章 第７節」に基づき実施するものである。 

 

１．訓練の確認項目 

（１）訓練目的 

本訓練は、東海第二発電所原子力事業者防災業務計画に基づき、原子力災害発生時において、発電所

本部、本店本部及び原子力事業所災害対策支援拠点等の各拠点が各々の役割を認識し連携することで、

原子力防災組織が有効に機能することの確認を目的とする。 

また、２０２３年度の訓練結果を踏まえた課題に対する改善事項の有効性を確認する。 

なお、本訓練では、同一地域複数事業所同時発災を想定した訓練として、東海発電所及び日本原子力

研究開発機構原子力科学研究所（以下、「原科研」という。）と連携した訓練を実施する。 

 

（２）訓練目標及び主な検証項目 

  ①汚染の拡大防止及び放射性物質の除去のための現場活動が実施できること。 

   ＜主な検証項目＞ 

    ・発電所運転班及び技術班は、溢水による発電所設備へのリスクを評価・検討できる。また、現場

対応班は、発電所本部で設定する制限時間（溢水が下階へ進展する時間）内に排水が開始でき

る。 

【本部運営訓練（発電所）】 

  ②正確な情報発信ができること。 

   ＜主な検証項目＞ 

    ・発電所本部は、短時間で複数のＥＡＬが発生する場面において、正確な判断を行うことができ

る。また、発電所情報班は、短時間で複数の通報が発生する場面において正確な文章を作成し、

通報を行うことができる。 

【本部運営訓練（発電所）、通報連絡訓練（発電所）】 

  ③原子力災害時において公設消防と連携した消火活動が実施できること。 

   ＜主な検証項目＞ 

    a.原子力災害発生下での消火活動において、発電所庶務班（自衛消防隊）は、発電所発災状況を公

設消防へ情報提供できる。また、火災発生状況を発電所本部へ共有することができる。 

【本部運営訓練（発電所）】 

    b.発電所庶務班（自衛消防隊）は、消火の用に供する設備の故障を発電所本部（庶務班）及び公設

消防隊に情報共有し、発電所本部（庶務班）は設備の故障により、公設消防の設備を利用した消

火戦略の再検討を行うことができる。 

【本部運営訓練（発電所）】 

  ④隣接事業所同時発災を踏まえた情報連携及び事故収束活動ができること。 

   ＜主な検証項目＞ 

    a.発電所本部は、原科研との連絡体制確立後、原科研の事故状況を本部内に共有できる。 

【本部運営訓練（発電所）】 

    b.発電所本部は、原科研のＥＡＬ情報（ＳＥ／ＧＥ０２）を入手した際に、発電所のモニタリング

ポスト指示値を確認することで、原科研で発生した事象が発電所事故収束活動に与える影響の有

無を確認できる。 

【本部運営訓練（発電所）】

別紙１
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⑤改善事項に対する改善策が有効に機能していること。 

   ＜主な検証項目＞ 

    a.本店ＥＲＣ対応班スピーカは、ＥＡＬ判断フローを用いて、判断根拠を踏まえたＥＡＬ説明がで

きる。 

【ＥＲＣ対応訓練（本店）】 

    b.本店ＥＲＣ対応班スピーカは、戦略シート作成中でも、備付け資料に追加した対応フローを用い

て今後の対応手順の説明ができる。 

【ＥＲＣ対応訓練（本店）】 

    c.発電所庶務班は消火活動における発電所本部内で共有すべき緊急情報及び重要情報の発話による

共有ができる。 

【本部運営訓練（発電所）】 

    d.発電所庶務班は、整備した連絡体制に基づき、通報文を東海ノア協定事務局（以下、「東海ノア」

という。）、日本原子力研究開発機構対策本部（以下、「機構対策本部」という。）、原科研に発信す

るとともに、機構対策本部からの問い合わせに対して回答できる。 

【本部運営訓練（発電所）】 

    e.本店ＥＲＣ対応班は、緊急情報を入手した場合、機構対策本部が発話中であっても緊急情報とし

て直ちに割り込んで発話できる。 

【ＥＲＣ対応訓練（本店）】 

    f.発電所広報班は、相手に理解されやすいよう資料構成を検討したプレス公表文を作成できる。 

【本部運営訓練（発電所）】 

    g.本店庶務班は、現地支援要員と本店後方支援班の役割を整理した結果を踏まえて作成した情報フ

ローに基づき、発電所の支援活動が実施できる。 

【本部運営訓練（本店）】 

    h.リエゾンは、配布資料の保存先の運用について作成した「本店本部ルール集」に基づき、配付す

べき資料を迷うことなく判断し、ＥＲＣプラント班との情報共有に必要な資料を配付することが

できる。 

【ＥＲＣ対応訓練（本店）】 

    i.発電所本部はブリーフィングを行うにあたり、事前に開始予告を周知し、簡潔な報告を行うこと

ができる。 

本店情報班は、発電所のブリーフィングを傾聴することを、本店本部内に周知できる。 

【本部運営訓練（発電所）本部運営訓練（本店）】 

    j.発電所本部は、進展予測、収束対応戦略、戦略の進捗状況等のＥＲＣプラント班の求める情報を

本店本部に情報発信できる。 

【本部運営訓練（発電所）】 

 

２．実施日時及び対象施設 

（１）実施日時 

   2025 年 2 月 25 日（火）13 時 30 分 ～ 16 時 02 分 

 

（２）対象施設 

   東海第二発電所 

  



3 

３．実施体制、評価体制及び訓練参加人数 

（１）実施体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）評価体制 

訓練参加者以外から評価者（発電所社員、本店社員及び他電力社員等）を選任し、発電所本部、本店

本部及び原子力事業所災害対策支援拠点等の活動における手順の検証や対応の実効性等について評価し

た。 

また、訓練終了後には、訓練参加者、訓練評価者及び訓練コントローラにて振り返りを実施し、訓練

全体を通した気づき事項及び良好事例の集約を行い、改善点を抽出した。 

 

（３）訓練参加人数：288 名 

訓練参加者の内訳は以下のとおり。 

訓練実施場所 訓練参加者数 

東海第二発電所 

153 名 

・訓練プレーヤ：社内 96 名※1、社外 33 名※2 

・コントローラ：社内 12 名 

・評 価 者：社内 9 名、社外 3名 

本店総合災害対策本部 

（原子力施設事態即応センター） 

104 名 

・訓練プレーヤ：社内 81 名、社外 2 名※3 

・コントローラ：社内 4 名 

・評 価 者：社内 7 名、社外 1名 

・そ の 他※4：社内 3名、社外 6 名 

原子力事業所災害対策支援拠点 

（茨城事務所、現地支援本部） 

26 名 

・訓練プレーヤ：社内 25 名 

・コントローラ兼評価者：社内 1 名 

茨城県原子力オフサイトセンター 

5 名 

・訓練プレーヤ：社内 4 名 

・コントローラ：社内 1 名 

※1：茨城県原子力オフサイトセンターへの派遣要員は除く 

※2：発電所退避者誘導訓練参加者・自衛消防隊 

※3：覚書に基づく技術支援 

※4：視察者、模擬記者、ＥＲＣリエゾンの通信補助 

社外 

関係機関 

（一部実施）

茨城県原子力 

オフサイトセンター 

原子力規制庁ＥＲＣ 

（緊急時対応センター） 

※1 統合原子力防災ネットワーク接続 

※2 原子力事業者防災業務計画に定める通報 

※3 原子力事業者間協力協定に基づく通報連絡 

※4 東海発電所と同時発災につき同一組織にて対応 

通報連絡 ※2

通報連絡 

※2 

※1情報連絡

情報連絡 対外回答 

技術支援 対外問合せ

通報連絡 

(一部実施) 

支援要請

派遣

要員派遣、情報共有 

資機材支援 

要員派遣 

情報共有 

情報共有原子力事業所災害対策支援拠点 

（茨城事務所、現地支援本部） 

 

 

東海発電所・ 

東海第二発電所 

災害対策本部※4 

他の原子力事業者等

原子力緊急事態 

支援センター 

支援要請 

協力要請※3 

情報共有

本店総合災害対策本部 

（原子力施設事態即応センター）

情報連絡 
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４．防災訓練のために想定した原子力災害の概要 

  今回の訓練は、平日の通常勤務時間帯に自然災害（地震）を起因事象とする原子力災害の発生を想定し

た。また、隣接する東海発電所及び原科研においても、原子力災害が発生することにより、複数事業所で

の同時発災を想定した。 

（１）プラント運転状況 

東海第二発電所：定格熱出力一定運転中（新規制基準適合プラント） 

東海発電所  ：廃止措置中 

 

（２）訓練想定 

東海第二発電所において、地震（東海村震度 6 弱）の影響を受け火災、外部電源喪失等の発生によ

り、原子炉注水機能が喪失し、原子力災害対策特別措置法（以下、「原災法」という。）第１５条に該当

する原子力災害が発生する事象を想定した。 

 

（３）事象概要 

時 刻 
事  象 

【東海発電所】 【東海第二発電所】 

発災前 廃止措置中 定格熱出力一定運転中 

13：30 地震発生（東海村震度 6 弱）、津波の恐れなし 

13：30 

66kV 系原電石神線断線 

L1 輸送容器トレーラ搬送停止、走行不可 

（車両周辺の地面陥没） 

・外部電源喪失（275kV 系、154kV 系） 

・原子炉自動スクラム成功 

・タービン手動トリップ成功 

・常用給水系全喪失 

・2C、高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電機自動起動

・2D 非常用ディーゼル発電機自動起動後、即トリップ 

・原子炉冷却材喪失事故（小漏えい）発生 

【警戒事態該当事象①】※１ 

AL22：原子炉給水機能の喪失 

AL23：原子炉除熱機能の一部喪失 

（AL22 判断 13：39、AL23 判断 13：39 第 1 報 FAX 13：44）

13：34 
 ＜マルファンクション＞ 

・原子炉隔離時冷却系手動起動後、即トリップ（原子炉隔離

時冷却系蒸気配管破断検出誤作動、リレー不良） 

13：38  ・高圧炉心スプレイ系手動起動 

13：45 
 ・残留熱除去系（A）手動起動 

・常設代替高圧電源装置全台（No.1～No.6）遠隔起動失敗

13：48 
 ＜マルファンクション＞ 

・サプレッションプール水位計故障（水位不明） 

13：50 
【警戒事態該当事象連絡後の状況連絡①】

（第 1報 FAX 13：52）

 

13：55 
 ・高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電機室エアコン

プレッサー付近の火災報知器作動 

14：00 

 ・非常用交流母線 1系統及び供給電源 1 系統のみ 15 分間継

続 

【警戒事態該当事象②】※１ 

AL25：非常用交流高圧母線の喪失又は喪失のおそれ 

（AL25 判断 14：00 第 3 報 FAX 14：02）

14：03 
 ＜マルファンクション＞ 

・自衛消防隊の化学消防車がパンクにより移動不可 

14：08  ・原子炉建屋地下 1階東側エリア床漏えい警報発報 
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時 刻 
事  象 

【東海発電所】 【東海第二発電所】 

14：10 

 ・格納容器圧力高（13.7kPa）到達 

・低圧炉心スプレイ系自動起動後、即トリップ 

・非常用高圧母線 2C 地絡発生、電源喪失 

・2C 非常用ディーゼル発電機トリップ 

・残留熱除去系（A）トリップ 

【特定事象発生連絡（原子炉施設）①】※２ 

SE21：原子炉冷却材漏えい時における非常用炉心冷却装

置による一部注水不能 

SE23：残留熱除去機能の喪失 

（SE21 判断 14：15、SE23 判断 14：15 第 4 報 FAX 14：21）

【警戒事態該当事象②】※１ 

AL21：原子炉冷却材の漏えい 

AL42：単一障壁の喪失または喪失可能性 

（AL21 判断 14：15、AL42 判断 14：15 第 5 報 FAX 14：24）

14：13 

 ・高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電機エアコンプ

レッサー（A、B）火災発生を確認 

【警戒事態該当事象③】※１ 

AL53：重要区域での火災による安全機能の一部喪失のおそ

れ 

（AL53 判断 14：18 第 6 報 FAX 14：28）

14：15 
【警戒事態該当事象連絡後の状況連絡②】

（第 2報 FAX 14：16）

 

14：20  ・公設消防隊現場指揮所に到着 

14：23 
 ・溢水対応の運転員 2名のうち 1名が転倒により負傷 

・原子炉隔離時冷却系蒸気配管破断検出回路リレー交換完

了 

14：24  ・原子炉隔離時冷却系蒸気隔離弁復旧完了 

14：25  ・常設代替高圧電源装置全台（No.1～No.6）現場起動失敗

14：30 地震発生（東海村震度 5 強）、津波の恐れなし 

14：30 

・L1 輸送容器トレーラ周辺の地面陥没が拡

大、トレーラが転倒しL1輸送容器が落下、

破損 

・モニタリングポスト（A）指示値上昇 

【特定事象発生連絡（原子炉施設）①】 

SE01：敷地境界付近の放射線量の上昇 

（SE01 判断 14：33 第 3 報 FAX 14：38）

・高圧炉心スプレイ系運転パラメータ異常発生 

14：35  ・原子炉建屋地下 1階溢水対応要員出動 

14：38  ・高圧炉心スプレイ系トリップ 

14：40 

・敷地境界付近のモニタリングポスト（A）

指示値が 5μSv/h 相当以上 10 分継続 

【特定事象発生連絡（原子炉施設）②】 

GE01：敷地境界付近の放射線量の上昇 

（GE01 判断 14：40 第 4 報 FAX 14：49）

・非常用交流高圧母線の 30 分間以上の喪失 

【特定事象発生連絡（原子炉施設）②】※２ 

SE25：非常用交流高圧母線の 30 分間以上喪失 

（SE25 判断 14：40 第 7 報 FAX 14：42）

14：41 
 【応急措置の概要（原子炉施設）①】※３ 

（第 8報 FAX 14：46）

14：43 
 ・高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電機から常用高

圧母線 2E 経由での非常用高圧母線 2D 給電作業開始 

14：50  ・原子炉隔離時冷却系手動起動後、即トリップ 

14：55 
・放射線管理班要員による L1 輸送容器周辺

の放射線測定結果 1mSv/h 

 



6 

時 刻 
事  象 

【東海発電所】 【東海第二発電所】 

15：00 

・常設高圧代替注水系遠隔起動失敗 

【特定事象発生連絡（原子炉施設）③】※２ 

SE22：原子炉注水機能の喪失のおそれ 

GE22：原子炉注水機能の喪失 

GE21：原子炉冷却材の漏えい時における非常用炉心冷却

装置による注水不能 

（SE22 判断 15：03、GE22 判断 15：03、GE21 判断 15：03 

第 10 報 FAX 15：16）

15：01 
【応急措置の概要（原子炉施設）①】 

（第 5報 FAX 15：03）

 

15：04 
 【応急措置の概要（原子炉施設）②】※３ 

（第 9報 FAX 15：07）

15：05 

・管理区域外において放射線量 50μSv/h 以

上検出 10 分間継続 

【特定事象発生連絡（原子炉施設）③】 

SE04：火災爆発等による管理区域外での

放射線の放出 

（SE04 判断 15：05 第 6 報 FAX 15：10）

 

15：08  ・溢水対応要員による可搬型資機材設置開始 

15：10 

 ・非常用交流高圧母線の 1 時間以上喪失 

【特定事象発生連絡（原子炉施設）④】※２ 

GE25：非常用交流高圧母線の１時間以上喪失 

（GE25 判断 15：10 第 11 報 FAX 15：19）

15：20 

・放射線管理班要員による L1 輸送容器近傍

の放射線測定結果 5mSv/h 

【特定事象発生連絡（原子炉施設）③】 

GE04：火災爆発等による管理区域外での

放射線の異常放出 

（GE04 判断 15：21 第 7 報 FAX 15：29）

保健安全班より搬送中の負傷者が様態急変 

15：21 
 ・保修班要員による可搬型計測器設置完了、S/P 水位（SA）

代替測定開始 

15：23 
 【応急措置の概要（原子炉施設）③】※３ 

（第 12 報 FAX 15：26）

15：25  ・心肺蘇生により負傷者回復 

15：26 
【応急措置の概要（原子炉施設）②】 

（第 8報 FAX 15：33）

 

15：29  ・溢水現場の排水作業開始 

15：30 ・常設高圧代替注水系現場起動 

15：42 

 ＜マルファンクション＞ 

・自衛消防隊の水槽付消防ポンプ自動車による送水失敗（水

槽付消防ポンプ自動車機関故障） 

【応急措置の概要（原子炉施設）④】※３ 

（第 13 報 FAX 15：45）

15：44  ・公設消防タンク車へのホース繋ぎ込み完了 

15：45  ・発電所構外において負傷者を救急隊に引き渡し完了 

15：46  ・公設消防タンク車による送水開始 

15：49 
【応急措置の概要（原子炉施設）③】 

（第 9報 FAX 15：53）

・高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電機室現場放水

開始、消火活動開始 

15：57  火災鎮圧 

15：59  火災鎮火 

16：02 訓練終了 

※１警戒事態該当事象発生連絡                                       ：第１、３、５、６報 

※２特定事象発生通報（原子炉施設）                       ：第４、７、１０、１１報 

※３警戒事態該当事象発生後の経過連絡及び応急措置の概要（原子炉施設）：第２、８、９、１２、１３報
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５．防災訓練の項目 

総合訓練 

 

６．防災訓練の内容 

自然災害（地震）を起因事象とした原子力災害を想定し、非常事態を宣言するとともに、原子力防災要

員を非常招集し、原子力災害対策活動を実施した。 

訓練の進行については、プラント情報表示システムとして、模擬ＳＰＤＳを用いたプラントパラメータ

情報及び訓練コントローラからの条件（状況）付与により訓練を実施した。 

なお、以下の項目について、「シナリオ非提示」にて実施した。 

（１）本部運営訓練（発電所） 

（２）通報連絡訓練（発電所） 

（３）緊急時環境モニタリング訓練（発電所） 

（４）発電所退避者誘導訓練（発電所） 

（５）原子力災害医療訓練（発電所、本店） 

（６）シビアアクシデント対策訓練（発電所） 

（７）原子力緊急事態支援組織対応訓練（発電所、本店） 

（８）その他必要と認められる訓練 

  ①オフサイトセンター訓練（発電所、現地支援本部） 

②本部運営訓練（本店） 

③ＥＲＣ対応訓練（本店） 

④原子力事業者間協力協定に基づく支援連携訓練（本店） 

⑤広報対応訓練（本店） 

⑥現地支援本部運営訓練（現地支援本部） 
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７．訓練結果の概要及び評価 

（１）本部運営訓練（発電所） 

達成基準 結 果 評 価 

1)発電所本部長は、要員参集を指示し、事象発生

から 10 分以内に本部設置宣言ができる。 

 

 

 

 

 

2)発電所本部は、警戒事象該当及び特定事象該当

の条件成立から 10 分以内にＥＡＬを判断でき

る。また、短時間で複数のＥＡＬが発生する場

面において正確な判断を行うことができる。 

【検証項目 1.(2)②】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)発電所本部は、事故・プラントの状況及び戦略

の進捗状況を把握できる。 

1)発電所本部長は、地震（東海村震度 6 弱）の発生に伴

い、発電所本部要員に対し、所内放送装置を用いて緊急

時対策室への招集を指示し、発電所本部要員が参集し

た後、発電所本部の設置宣言をした。 

なお、事象発生（13：30）から発電所本部設置宣言ま

でに要した時間は 9 分であった。 

 

2)発電所本部は、運転班、放射線管理班からの進言によ

り、事故・プラント状況からＥＡＬ該当事象の確認及び

ＥＡＬ該当判断を速やかに実施した。 

  また、判断したＥＡＬの総数は 13 件であり、判断に

要した時間は最大で 9分（ＡＬ２２、２３）、その他は

全て条件成立から 5 分以内であった。 

  なお、東海発電所及び東海第二発電所でレベルの違

うＥＡＬが同時に発生した場面において、発電所運転

班は緊急情報として東海第二発電所ＥＡＬ（ＳＥ２５）

の説明を実施した。その後、同じ緊急情報である東海発

電所のＥＡＬ（ＧＥ０１）を発電所放射線管理班から説

明したため、初発ＧＥ判断が後回しとなり、初発ＧＥ判

断が遅れる可能性があった。 

 

3)発電所本部は、各機能班からの報告、情報共有ツール

（ＣＯＰ※、チャット、模擬ＳＰＤＳ等）を活用し、事

故・プラントの状況及び戦略の進捗状況の把握を実施

した。 

1)発電所本部長は、「発電所対策本部等運営手引書」に従

い、緊急時対策室への要員参集を指示、発電所本部要員

は遅滞なく参集し、事象発生から 10 分以内に本部設置

宣言ができたことから速やかに本部体制を確立する対

応が定着していると評価する。 

 

 

2)発電所本部は、短時間で複数のＥＡＬが発生する場面

においてもＥＡＬ該当条件の成立から10分以内に正確

な判断ができた。 

しかしながら、ＥＡＬが東海発電所（ＧＥ０１）及び

東海第二発電所（ＳＥ２５）で同時に発生した場面に

おいて、ＧＥ判断が後回しとなり、初発ＧＥ判断が遅

れる可能性があった。 

このため、緊急情報が同時期に複数発生した場合で

も重要度を踏まえた速やかな判断を行う必要があると

の課題を抽出し、以下の改善を図る。 

【9.(1)①緊急情報発話中に新たな緊急情報が発生した

場合の発話運用の明確化】 

 

 

3)発電所本部は、事故・プラント状況等事故収束のために

必要な情報を把握できたことから、本部内において情

報共有ツールの活用が定着していると評価する。 

  なお、発電所保修班・庶務班・保健安全班の発話におい

て、事前に報告件数を明示し、聞き手側の理解促進と後続

の発話タイミングが掴みやすくなるよう発話したことを

良好事例として抽出し、以下の更なる改善を図る。 

【9.(2)①本部内における円滑な情報共有のための発話

ルールの改善（良好事例からの抽出）】 

※：ＣＯＰとは、共通状況図（Common Operational Picture）のことをいう。以降、本資料において同じ。 
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（１）本部運営訓練（発電所）つづき 

達成基準 結 果 評 価 

4)発電所本部は、事故・プラントの状況から、進

展予測及び事故収束対応戦略の立案・決定がで

きる。  

 

 

 

 

 

5)発電所本部は、事故・プラントの状況、進展予

測、事故収束対応戦略、戦略の進捗状況及びＥ

ＡＬ判断情報を本店本部へ提供できる。 

 

 

 

 

6)発電所本部は、ブリーフィングを行うにあた

り、事前に開始予告を周知し、簡潔な報告を行

うことができる。 

【検証項目 1.(2)⑤i】

 

 

 

 

 

 

 

7)発電所本部は、進展予測、収束対応戦略、戦略

の進捗状況等のＥＲＣプラント班の求める情

報を、本店本部に情報発信できる。 

【検証項目 1.(2)⑤j】

4)発電所本部は、事故・プラント状況から、戦略シートを

用いた進展予測及び事故収束対応戦略を立案し、本部

内で確認したうえで戦略を決定した。 

  また、3回目の戦略立案時において、本店本部より、

原子炉注水戦略に対する助言を受け、戦略に反映した。

  なお、戦略の見直しを含め、立案・決定した戦略は計

5回であった。 

 

5)発電所本部は、本部内で共有した事故・プラント状況、

進展予測、事故収束対応戦略、戦略の進捗状況及びＥＡ

Ｌ判断状況をＴＶ会議システム及びチャットシステム

を活用して本店本部へ提供した。なお、戦略立案やＥＡ

Ｌ判断等の重要情報については、本店本部へ呼びかけ

を実施した上で提供した。 

 

6)発電所本部長は、事前に開始予告を周知した上でブリ

ーフィングを 2 回開催した。ブリーフィングの途中で

緊急情報の発話など複数回の中断が発生した際、ブリ

ーフィングの中断・継続の指示等の発話統制がとれな

かったため、効果的なブリーフィングができなかった。

 

 

 

 

 

 

7)発電所本部は、事故進展予測、対応戦略、戦略の進捗状

況等のＥＲＣプラント班が求める情報を重要情報とし

て発電所本部内に共有するとともに、本店本部へ呼び

かけを行い、発電所の情報共有を傾聴するよう促した。

4)発電所本部は、事故・プラントの状況に応じて最適な戦

略の立案・決定ができたことから戦略立案・決定にかか

る対応が定着していると評価する。 

 

 

 

 

 

5)発電所本部は、事故・プラントの状況等、事故収束のた

めに必要な情報を本店本部へ提供できたことから、発

電所本部と本店本部で情報共有する対応が定着してい

ると評価する。 

 

 

 

6)ブリーフィングの途中で緊急情報など複数回の中断が

発生した場面において、ブリーフィングの中断・継続等

の発話統制がとれなかったため、効果的なブリーフィ

ングが実施できなかった。 

  このため、ブリーフィングは簡潔な報告による状況

整理を行い、発電所本部内全体で共有認識がもてるよ

う、効果的に実施する必要があるとの課題を抽出し、以

下の改善を図る。 

【9.(1)②ブリーフィング中断時における運用の明確化】 

 

 

7)発電所本部は、ＥＲＣプラント班の求める情報を確実

に本店本部へ提供できたことから、昨年度の改善策（Ｅ

ＲＣプラント班の求める情報（ニーズ）の把握）が有効

に機能していると評価する。 
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（１）本部運営訓練（発電所）つづき 

達成基準 結 果 評 価 

8)発電所本部は、高圧注水を行う高圧炉心スプレ

イ系の電源である高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機室内で火災が発生する事象におい

て注水停止のリスクを考慮し火災発生場所（運

転に影響のない補機系）から高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電機の運転継続を判断できる。

 

 

 

 

9)発電所庶務班は、重要区域での火災に対し公設

消防と情報共有・連携し消火活動を行うことが

できる。 

 

10)発電所本部で共有された発電所発災状況及び

周辺環境放射線状況について、発電所庶務班を

通じて、公設消防（現場指揮所）へ提供できる。

 

 

 

11)発電所保健安全班は、原子力災害が発生して

いる状況において公設消防と連携（模擬）し負

傷者の引き渡しの調整を行うことができる。 

8)発電所本部は、以下の状況を総合的に勘案し、高圧炉心

スプレイ系ディーゼル発電機の運転継続を判断した。

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機室内での火災発

生場所は潤滑油タンク等の可燃物から離れており延焼

の可能性が低い。 

・火災が発生した空気圧縮機は高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機の運転継続には影響がない。 

・原子炉への注水が高圧炉心スプレイ系に限定されてい

る。 

 

9)10)発電所庶務班は、発電所発災状況、周辺環境放射線

状況（モニタリングポスト指示値及び現場指揮所の放

射線測定値）、現場での火災状況、立案した消火戦略に

ついて自衛消防隊を介して現場指揮所に集約し、公設

消防と情報共有した。 

また、公設消防との情報共有後に公設消防の指揮下

に入った自衛消防隊は、公設消防へ適切な進言・助言

を行うことで、公設消防と連携した消火活動を実施し

た。 

 

11)発電所保健安全班は、環境放射線の状況を考慮した結

果、発電所構内での負傷者引き渡しが困難であるこ

とから、公設消防（模擬）と放射線影響のないエリア

での引き渡し場所を調整した。 

8)発電所本部は、プラント全体への影響を考慮した上で

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の運転継続を判

断できたことから、リスクを考慮し判断する能力を有

していると評価する。 

 

 

 

 

 

 

9)10)発電所庶務班、自衛消防隊は、現場と発電所、各々

の発災情報を双方向で共有しており、自衛消防隊は発

電所庶務班より得た放射線防護を踏まえた情報を含め

公設消防へ提供することができた。 

自衛消防隊は、消火活動において公設消防の指揮下

に入った後でも発電所状況を最も理解している一員と

して、適切な進言を行うことができたことから公設消

防と連携した消火活動の対応が定着していると評価す

る。 

 

11)発電所保健安全班は、環境放射線の状況を踏まえ負傷

者の引き渡し場所を公設消防（模擬）と調整したことか

ら、被ばく低減を考慮し判断する能力を有していると

評価する。 
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（１）本部運営訓練（発電所）つづき 

達成基準 結 果 評 価 

12)発電所保修班は、所内電源が喪失した状況下

において防災資機材を活用し漏えい水の排水

対応ができる。 

 

13)発電所運転班及び技術班は、溢水による発電

所設備へのリスクを評価・検討できる。また、

現場対応班は、発電所本部で設定する制限時間

（溢水が下階へ進展する時間）内に排水が開始

できる。 

【検証項目 1.(2)①】

 

 

 

 

 

 

14)原子力災害発生下での消火活動において発電

所庶務班及び自衛消防隊は、発電所発災情報を

公設消防へ情報提供できる。また、火災発生状

況を発電所本部へ共有することができる。 

【検証項目 1.(2)③a】

12)13)発電所運転班は、原子炉建屋地下 1 階での溢水状

況（サプレッションプール水）、下階への階段の堰高

さ、原子炉建屋地下 2 階にある高圧代替注水系（待機

中）への被水の可能性があることを本部に共有した。

東二統括は、発電所保修班へ溢水対応を指示し、指

示を受けた保修班は、14：35 に現場対応班を派遣した。

現場対応班は、現場到着時の溢水状況（漏えい範囲、

漏えい量）及び仮設水中ポンプを用いて排水作業の準

備開始することを発電所保修班へ報告した。 

報告を受けた発電所保修班は、原子炉建屋地下 2 階

にある高圧代替注水系が被水するまでの時間を推測

し、16：00 までに排水開始することを現場対応班へ指

示した。 

指示を受けた現場対応班は、排水準備完了後、15：

29 に排水を開始した。 

 

14)発電所庶務班は、発電所発災状況（ＥＡＬ発出状況、

周辺環境放射線情報（モニタリングポスト指示値含む）

及び必要な放射線装備情報）を自衛消防隊に共有した。

自衛消防隊は、発電所庶務班から共有された情報、火災

発生状況及び現場指揮所の放射線測定値を公設消防へ

提供した。 

また、発電所庶務班は、現場指揮所より共有された

情報（公設消防到着状況、消火活動状況等）を発電所本

部へ共有した。 

12)13)発電所運転班は、溢水に係るリスクの評価・検討を

実施、保修班は、排水を開始するまでの制限時間を検討

し、制限時間の指示を受けた現場対応班は設定された

制限時間内に排水開始できたことから、今回の想定事

象における対応能力を有しているものと評価する。 

  なお、当初、訓練事務局において以下の対応を想定し

ていた。 

・発電所運転班：初期の溢水状況共有 

・発電所技術班：溢水により発生する発電所設備への

リスク評価 

・発電所保修班：リスクに対する対応手段の検討 

 

今回の訓練においては発電所運転班にて溢水により

発生する発電所設備へのリスク評価まで実施したた

め、発電所技術班に対する評価は実施していない。 

 

14)発電所庶務班は、自衛消防隊と双方向で情報共有を行

い、自衛消防隊は発電所庶務班より得た発電所発災状

況を公設消防へ提供できたことから、発電所本部と現

場の情報連携対応が定着していると評価する。 
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（１）本部運営訓練（発電所）つづき 

達成基準 結 果 評 価 

15)自衛消防隊は、消防車の故障を発電所庶務班

及び公設消防に情報共有し、発電所庶務班は設

備の故障により、公設消防の設備を利用した消

火戦略の再検討を行うことができる。 

【検証項目 1.(2)③b】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16)発電所庶務班は、消火活動における発電所本

部内で共有すべき緊急情報及び重要情報の発

話による共有ができる。 

【検証項目 1.(2)⑤c】

 

 

 

 

 

15)自衛消防隊は、放水開始時、消防車の機関故障により、

放水失敗したことを受け、早急に重要区域での消火活

動を行うため、消火戦略で代替手段として設定されて

いる可搬式消防ポンプを使用した消火方法に代わり、

公設消防の消防車を使用（送水に必要な消防ホースは

自衛消防隊にて敷設済みのものを流用※）した消火戦略

へ変更することを公設消防に進言、承認を得ることで

消火戦略の変更（見直し）を発電所庶務班に連絡した。

発電所庶務班は、変更（見直し）連絡のあった消火戦

略の妥当性を確認した上で発電所本部へ報告を行い、

自衛消防隊を通じて公設消防へ消防車の使用を依頼し

た。 

※設備の責任所掌から事業者又は公設消防のどちらかの設

備を統一使用することが原則とされている。 

 

16)発電所庶務班は、現場指揮所より入手した以下の消火

活動状況について、緊急情報・重要情報として本部内に

共有した。 

・緊急情報（即時発話） 

消火設備の故障等、対応の変更が必要となった時 

・重要情報（随時発話） 

消火戦略立案・変更時、自衛消防隊出動時、公設消防到

着・引継（情報共有）完了時、消火活動（放水）開始時、

火災鎮圧・鎮火時 

15)発電所庶務班及び自衛消防隊は、消火活動中に発生し

た設備故障（マルファンクション）に対し、発災箇所の

重要性を鑑み早期な対応のために適切な進言を行い、

消火戦略の変更（見直し）できたことから、臨機な対応

能力を有していると評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16)発電所庶務班は、発電所本部内で共有すべき情報を整

理した社内マニュアルに基づき、消火活動状況を本部

内で共有できたことから、昨年度の改善策（発電所本部

内に共有すべき現場対応の進捗状況の明確化）が有効

に機能していると評価する。 
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（１）本部運営訓練（発電所）つづき 

達成基準 結 果 評 価 

17)発電所本部は、機構対策本部との連絡体制確

立後、原科研の事故状況を本部内に共有でき

る。 

【検証項目 1.(2)④a】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18)発電所庶務班は、整備した連絡体制に基づき、

通報文を東海ノア、機構対策本部、原科研に発

信するとともに、機構対策本部からの問い合わ

せに対して回答できる。 

【検証項目 1.(2)⑤d】

 

17)発電所本部連絡担当者は、整備された連絡体制に基づ

き、原科研とのホットラインを通じて、原科研の事故状

況（ＥＡＬ発出状況、放射性物質放出状況）を入手し、

適宜発電所本部内に共有した。 

  なお、発電所本部連絡担当者は、「原科研にて排気筒

モニタ指示値上昇によりＳＥ／ＧＥが発出した」とい

う状況のみを発電所本部内に報告し、該当するＥＡＬ

番号を発話しなかったため、発電所本部は、ＳＥ／ＧＥ

０２発出をＳＥ／ＧＥ０１発出と誤認した。また、発電

所本部連絡担当者は発電所本部内で共有された誤情報

（ＳＥ／ＧＥ０１発出）を訂正できなかった。 

 

 

 

18)発電所庶務班は、連絡体制に基づき、東海ノアへ発電

所の発災情報（通報文）を発信した。 

発電所本部連絡担当者は、東海ノアから原電の発災

情報を得た機構対策本部からの要請によってホットラ

インを確立し、原電（発電所本部）－機構対策本部での

直接情報連携を実施した。 

 

17)発電所本部連絡担当者は、確立したホットラインを通

じて、原科研の事故状況を本部内に共有できた。 

しかしながら、発電所本部連絡担当者は、原科研に

て排気筒モニタ指示値上昇によりＳＥ／ＧＥが発出し

たことを発電所本部内に報告した場面において、ＥＡ

Ｌ番号を報告しなかったため、発電所本部がＳＥ／Ｇ

Ｅ０２発出をＳＥ／ＧＥ０１発出と誤認した。 

このため、隣接事業所の発災事象が事故収束活動に

影響を与える可能性があることから、正確な状況を把

握する必要があるとの課題を抽出し、以下の改善を図

る。 

【9.(1)③隣接事業所同時発災時にホットラインで収集

すべき必要情報の明確化】 

 

18)発電所庶務班及び発電所本部連絡担当者は、今回整備

した連絡体制に基づき、東海ノアを介した東海・大洗地

域における情報共有と、機構対策本部とのホットライ

ン確立による発災箇所間の直接情報連携の両方が確実

に機能したことを確認できたことから、昨年度の改善

策（原子力災害発生時における隣接事業所間の連絡体

制の整備）が有効に機能していると評価する。 
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（１）本部運営訓練（発電所）つづき 

達成基準 結 果 評 価 

19)発電所本部は、原科研のＥＡＬ情報（ＳＥ／

ＧＥ０２）を入手した際に、発電所のモニタリ

ングポスト指示値を確認することで、原科研で

発生した事象が発電所事故収束活動に与える

影響の有無を確認できる。 

【検証項目 1.(2)④b】

 

 

20)発電所広報班は、相手に理解されやすいよう

資料構成を検討したプレス公表文を作成でき

る。 

【検証項目 1.(2)⑤f】

19)発電所本部長は、原科研の発災情報入手時に風向及び

モニタリングポスト指示値の確認を発電所放射線管理

班に指示した。指示を受けた放射線管理班は、発電所事

故収束活動に与える影響が限定的であるが、風向の変

化による影響を考慮し、東海発電所ＳＥ０１発出時に

指示した屋外活動での放射線防護装備の着用を継続さ

せた。 

 

20)発電所広報班は、プラント状況について項目毎（電源、

原子炉停止、原子炉冷却、格納容器、放射性物質、使用

済燃料プール）に区分したプレス公表文を作成した。

19)発電所本部は、原科研での発災事象に対し、モニタリ

ングポストの指示値及び風向の確認により事故収束活

動への影響確認ができていた。誤ったＥＡＬの発電所

本部内周知にも関わらず対応ができていたことから、

被ばく低減を考慮した対応が定着していると評価す

る。 

 

 

20)発電所広報班は、プラント状況について相手への理解

を促すプレス文を作成できたことで、昨年度の良好事

例（受け手の理解を促すためのプレス公表文の構成の

標準化）が適切に展開されていると評価する。 
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（２）通報連絡訓練（発電所） 

  

達成基準 結 果 評 価 

1)発電所情報班は、通報文に誤記、記載漏れがな

く通報文の作成ができる。なお、誤記があった

場合は、訂正報の作成が確実に行われている。

 

 

 

2)発電所情報班は、「警戒事態該当事象発生連絡」

及び「特定事象発生通報（原子炉施設）」を事

象発生の判断から 15 分以内に実施できる。ま

た、通報に伴う着信確認ができる。 

 

 

 

3)発電所情報班は、「警戒事態該当事象発生後の

経過連絡」及び「応急措置の概要（原子炉施設）」

を、30 分（基準）の間隔で作成できる。また、

発電所庶務班は報告に伴う着信確認ができる。

 

 

 

 

4)発電所情報班は、短時間で複数の通報が発生

する状況において正確な文書を作成し、通報

を行うことができる。 

【検証項目 1.(2)②】

1)発電所情報班は、班内で通報文のダブルチェックを行

い、誤記、記載漏れがないことを確認し通報文を発信し

た。発信後、通報文着信確認者による通報文の最終確認

を実施し、全報において誤記・記載の漏れが無いことを

確認した。 

 

2)発電所情報班は、「警戒事態該当事象発生連絡」及び

「特定事象発生通報（原子炉施設）」を作成し、ＦＡＸ

による通報を実施した結果、ＥＡＬ判断から通報まで

に要した時間は最大で 13 分（東海第二 第１０報）で

あった。また、ＦＡＸ通報後に送信先に対し電話による

着信確認を実施した。 

 

3)発電所情報班は、「警戒事態該当事象発生後の経過連

絡」及び「応急措置の概要（原子炉施設）」を作成し、

ＦＡＸによる通報を実施した結果、「警戒事態該当事象

連絡後の経過連絡」及び「応急措置の概要（原子炉施

設）」の通報間隔は最大で 31 分（東海第二 第８報）で

あった。また、ＦＡＸ通報後に送信先に対し電話による

着信確認を実施した。 

 

4)発電所情報班は、以下の短時間で発生した複数の通報

において、誤記・記載漏れなく通報文を作成し、通報を

実施した。 

14：10～14：13 の間に東海第二発電所で発生した合計

5 つのＥＡＬ判断により 3回の通報を実施した。 

15：00～15：10 の間に東海発電所及び東海第二発電所

で発生した合計 5 つのＥＡＬ判断により 3 回の通報を

実施した。 

1)2)3)4)発電所情報班は、「発電所対策本部等職務手引書

（情報班）」に基づき、効率的に通報文の作成ができる

体制と、過去の訓練における改善からチェック体制を

確立した。また、訓練時における失敗例を教育材料とし

て反復教育・反復訓練を実施することで情報処理能力

の向上を図り、短時間に複数のＥＡＬが発生した状況、

複数種類の通報文を短時間で作成する状況において、

正確な通報文を作成し、通報連絡が実施できたことか

ら、通報連絡の対応が定着していると評価する。 
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（３）緊急時環境モニタリング訓練（発電所） 

達成基準 結 果 評 価 

1)発電所放射線管理班は、非常時対応手順書に従

い、空間放射線量率及び空気中ヨウ素濃度の測

定ができる。 

 

2)発電所放射線管理班は、モニタリングデータを

発電所本部に情報提供できる。 

1)2)発電所放射線管理班は、緊急時モニタリングとして、

モニタリングカーによる発電所敷地内及び敷地境界付

近の空間放射線量率及び空気中ヨウ素濃度の測定を実

施し、モニタリングデータを発電所本部に提供した。

  また、所内全交流電源喪失を受け、可搬型モニタリン

グポスト及び可搬型気象観測装置の設置を実施した。

1)2)発電所放射線管理班は、「非常時対応手順書」に従

い、緊急時環境モニタリング活動及び発電所本部への

報告が支障なく実施できたことから緊急時におけるモ

ニタリング対応が定着していると評価する。 

 

（４）発電所退避者誘導訓練（発電所） 

達成基準 結 果 評 価 

1)発電所庶務班は、「東海第二発電所 災害対策

要領」に従い、退避者誘導ができる。 

 

 

 

 

2)発電所庶務班は、退避者数及び退避状況を本部

内で情報共有できる。 

 

3)退避誘導員は、協力会社による退避者情報を取

り纏め、発電所本部へ報告することができる。

 

4)退避誘導員は、協力会社各社の責任者と連携を

取ると共に移動を指揮し退避者を指定される

退避場所へ誘導することができる。 

 

 

 

5)発電所本部は、発災状況により退避場所を指

定、または途中変更を指示することができる。

1)発電所庶務班は、特定事象の発生を受け、発電所内緊急

事態応急活動に従事しない者（所員及び協力会社従業

員）に対して、所内放送装置を用いて発電所構内退避時

集合場所への一時避難の指示をするとともに、退避者

誘導を実施した。 

 

2)発電所庶務班は、退避誘導員と連絡を取り合い退避者

数及び退避状況を適宜本部内で共有した。 

 

3)退避誘導員は、協力会社より報告を受けた退避者情報

を取り纏め、発電所本部へ報告した。 

 

4)退避誘導員は、発電所本部から得た情報を基に避難場

所の変更（構外グラウンドから発電所北地区へ変更）・

一時待機（原科研で発生した排気筒モニタ指示値上昇

事象により、原子力館への屋内退避）等について、協力

会社各社の責任者と連携した退避誘導を実施した。 

 

5)発電所本部は、環境放射線の状況を考慮し、退避場所の

変更及び屋内退避を退避誘導員に指示した。 

1)2)3)4)5)発電所庶務班は、「東海第二発電所 災害対策

要領」に従い、発電所内の緊急事態応急対策等の活動に

従事しない者への退避誘導活動を実施するとともに、

発電所本部に退避者数・退避状況の共有ができた。ま

た、退避誘導員は発電所本部の指示に従い、退避場所の

変更及び屋内退避（一時待機）の指示及び退避場所の変

更を行うことができたことから、環境放射線の状況を

考慮した退避者誘導対応が定着していると評価する。 
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（５）原子力災害医療訓練（発電所、本店） 

 

  

達成基準 結 果 評 価 

1)発電所保健安全班は、負傷者情報を本店保健安

全班へ提供できる。 

 

 

 

2)発電所保健安全班は、負傷状況に応じた応急処

置、負傷者の搬出、負傷者の容体急変時の対応

（ＡＥＤ使用）が実施できる。 

 

 

 

 

3)本店保健安全班は、発電所から負傷者情報の収

集・整理ができる。 

 

4)本店保健安全班は、公益財団法人原子力安全研

究協会へオンサイト医療に係る医師の派遣要

請ができる。 

1)発電所保健安全班は、本部内での負傷者発生情報を受

け、負傷者状況の把握を行い、負傷状況に応じた応急処

置の状況及び搬送判断について、本店保健安全班へ提

供した。 

 

2)発電所保健安全班は、負傷者の負傷状況に応じた応急

処置を実施し、負傷者（模擬）の搬出を実施した。また、

搬出中に負傷者の容態が急変（模擬）した際に、ＡＥＤ

を使用した心肺蘇生を実施した。 

（ＡＥＤの使用については訓練用人形を使用した実動

訓練を実施） 

 

3)4)本店保健安全班は、発電所からの負傷者情報を収集・

整理し、公益財団法人原子力安全研究協会に対して、プ

ラント状況（ＥＡＬや発災状況）を提供するとともに、

オンサイト医療に係る医師の派遣を要請した。 

1)2)発電所保健安全班は、「発電所対策本部職務手引書

（保健安全班）」に従い、応急処置の実施及び負傷者状

況を本店本部へ共有できていることから、負傷者の応

急処置対応が定着していると評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)4)本店保健安全班は、公益財団法人原子力安全研究協

会へ医師の派遣要請ができたことから、原子力災害医

療に係る連携体制が確立していると評価する。 
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（６）シビアアクシデント対策訓練（発電所） 

達成基準 結 果 評 価 

1)発電所技術班、運転班及び保修班（東二）は、

事故・プラントの状況から、進展予測及びアク

シデントマネジメント策の検討（使用可能な設

備・機能の把握、対策の有効性及び実施可否の

確認、判断）ができる。 

 

2)発電所運転班及び保修班は、複数のパラメータ

の確認により、原子炉隔離時冷却系蒸気配管破

断検出が誤作動であることを判断できる。 

 

3)東二統括は、誤作動した検出器の点検・復旧完

了後、高圧注水系が限定される状況回避のた

め、速やかに原子炉隔離時冷却系隔離弁の復旧

指示ができる。 

 

 

 

 

 

 

 

4)発電所本部（東二統括、運転班、技術班）は、

サプレッションプール水位計故障に対して、代

替監視方法を設定し、サプレッションプールが

使用継続可能と判断できる。 

1)発電所技術班は、運転班及び保修班（東二）と連携し、

使用可能な設備・機能を把握し、対策の有効性及び実施

可否の確認・判断を実施した後に、進展予測を踏まえて

事故収束戦略を検討・立案（計 4 回）し、本部内に共有

した。 

 

2)3)発電所運転班は、原子炉隔離時冷却系蒸気配管破断

検出作動に対し、複数のパラメータの確認結果から誤

作動の可能性があると判断、発電所本部内に情報共有

した上で、発電所保修班へ点検を依頼した。 

発電所保修班は、原子炉隔離時冷却系蒸気配管破断

検出回路の点検結果より、リレー不良を確認したため

原子炉隔離時冷却系蒸気配管破断検出が誤作動である

と判断し、リレー交換が可能であること及び対応完了

予測時刻を本部へ共有した。 

東二統括は、発電所保修班からの原子炉隔離時冷却

系蒸気配管破断検出回路のリレー交換完了報告を受

け、速やかに高圧注水系機能を複数確保するために発

電所運転班へ原子炉隔離時冷却系蒸気隔離弁復旧を指

示した。 

 

4)発電所運転班は、サプレッションプール水位計故障（水

位不明）に対し、サプレッションプールを水源として運

転中である高圧炉心スプレイ系及び残留熱除去系（Ａ）

の運転状態（中央制御室・現場）に異常がないため、運

転状態の継続監視によりサプレッションプールを水源

として使用可能であることを東二統括へ進言した。 

進言を受けた東二統括は、ＳＥ２３該当を回避する

ため、発電所運転班へ運転状態継続監視を指示し、サ

プレッションプールを水源とする残留熱除去系（Ａ）

による格納容器冷却の継続を判断した。 

1)発電所技術班、運転班及び保修班（東二）は、「発電所

対策本部等運営手引書」に従い、事象の進展に応じたア

クシデントマネジメント策の検討が支障なくできたこ

とから、アクシデントマネジメント策の検討対応が定

着していると評価する。 

 

2)3)発電所本部（東二統括、運転班、保修班）は、発災直

後の情報が錯綜する場面においても、原子炉隔離時冷

却系蒸気配管破断検出が誤作動（マルファンクション）

であることを適切に判断し、速やかに高圧注水系機能

を複数確保するための原子炉隔離時冷却系蒸気隔離弁

復旧対応ができたことから、高圧注水機能喪失リスク

を考慮した対応能力を有していると評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)発電所本部（東二統括、運転班）は、サプレッションプ

ール水位計故障に対して、代替監視方法を設定するこ

とにより、ＳＥの発出を回避した上で、サプレッション

プールを水源とする設備の運転継続ができたことか

ら、計器故障を考慮した設備の使用可否判断能力を有

していると評価する。 

なお、今回は発電所運転班で代替監視方法を設定し

たため、発電所技術班に対する評価は実施していない。 
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（７）原子力緊急事態支援組織対応訓練（発電所、本店） 

達成基準 結 果 評 価 

1)発電所本部は、原災法１０条事象発生に伴い、

本店本部へ原子力緊急事態支援組織への支援

要請を依頼できる。 

 

2)本店本部は、発電所本部からの要請を受け、遅

滞なく原子力緊急事態支援組織に支援要請で

きる。 

1)発電所本部長は、原災法第１０条事象発生に伴い、速や

かに本店本部に対して原子力緊急事態支援組織の支援

要請を依頼した。 

 

2)本店庶務班は、発電所本部からの支援要請依頼を受け、

原子力緊急事態支援組織に対して、プラント状況、後方

支援拠点設置場所等の情報提供を行うとともに、必要

な資機材・要員の派遣を要請した。 

1)2)発電所本部長及び本店庶務班は、速やかに原子力緊

急事態支援組織へ支援要請できたことから、原子力緊

急事態支援組織と連携する体制が確立していると評価

する。 

 

（８）その他必要と認められる訓練 

①オフサイトセンター訓練（発電所、現地支援本部） 

達成基準 結 果 評 価 

1)オフサイトセンター派遣要員は移動中におい

ても発電所本部と連携し情報を収集・整理する

ことができる。 

 

 

2)事業者ブース要員は、情報共有ツール（ＣＯＰ、

チャット等）により発電所情報を収集し、オフ

サイトセンター内（プラントチーム）へ提供で

きる。 

 

 

 

3)事業者ブース要員は、各会議体で共有される住

民避難情報を遅滞なく発電所本部及び現地支

援本部と共有できる。 

 

 

4)プラントチーム要員は、発電所情報を取り纏

め、各会議体において発電所の状況、進展予測

について情報共有を行うことができる。 

1)オフサイトセンター派遣要員は、移動中においても情

報共有ツール（ＣＯＰ、チャット等）及び発電所本部要

員との電話連絡により、発電所情報の収集・整理を実施

した。 

 

2)事業者ブース要員は、情報共有ツール（ＣＯＰ、チャッ

ト等）及び発電所本部要員との電話連絡により、発電所

情報を収集・整理し、プラントチームへ発電所情報を提

供した。また、プラントチームからの問い合わせに対し

て、速やかに回答できないものについては、必要に応じ

発電所に確認した上で遅滞なく回答した。 

 

3)事業者ブース要員は、情報共有ツール（ＣＯＰ、チャッ

ト等）及び電話連絡により、各会議体における自治体か

らの要請事項について速やかに発電所本部及び現地支

援本部へ情報を共有した。 

 

4)プラントチーム要員は、事業者ブース要員から提供さ

れた発電所情報を取り纏め、各会議体において発電所

の状況、進展予測について情報を共有した。 

1)2)3)4) オフサイトセンター派遣要員は、移動中及びオ

フサイトセンター内での活動において収集したプラン

ト情報を事業者ブース・プラントチームで共有し、自治

体からの要請事項等の情報を遅滞なく、各拠点（発電

所、本店及び現地支援本部）へ共有できたことから、オ

フサイトセンターにおける情報共有を行う体制が確立

していると評価する。 
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②本部運営訓練（本店） 

達成基準 結 果 評 価 

1)本店本部は、本店本部設置後、ブリーフィング

を行い、発電所の事故状況を本店本部内で共有

できる。 

 

2)本店本部は、事故・プラントの状況、進展予測、

事故収束対応戦略、戦略の進捗状況及びＥＡＬ

を把握できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)本店本部は、発電所本部が立案する進展予測・

事故収束対応戦略の評価ができる。 

1)本店情報班長は、本部設置後、ブリーフィングを行い、

発電所事故状況を本店本部内に共有した。 

 

 

2)本店本部は、社内ＴＶ会議システムを通じて、発電所本

部の発話及び書画映像から、事故・プラントの状況、進

展予測、事故収束対応戦略、戦略の進捗状況及びＥＡＬ

判断情報を把握した。 

なお、本店情報班副班長は、2 回目の地震発生時にお

いて、地震発生情報を速やかに本店情報班員及びＥＲ

Ｃ対応班へ周知した。その後、ＥＲＣ対応班は、速やか

に地震発生情報をＥＲＣプラント班へ提供し、模擬Ｓ

ＰＤＳにてプラント状況の収集を行い、モニタリング

ポスト指示値の上昇を確認した。 

 

3)本店本部は、発電所本部が立案する進展予測・事故収束

対応戦略について、現在のプラント状況における対応

として適切かを評価した。 

なお、3回目の戦略立案時において、原子炉注水機能

喪失時における炉心冷却の戦略のうち、２の矢で立案

した可搬型低圧代替注水ポンプを使用した炉心注水に

対し、電源融通により給電した残留熱除去系（Ｂ）ポン

プを使用した戦略の方が短時間で炉心注水可能である

ことを本店本部から発電所本部へ助言した。 

1)2)3)本店本部は、事故・プラント状況の把握、進展予

測・戦略の評価ができたことから、発電所の事故収束活

動を支援する体制が確立していると評価する。 

  なお、本店情報班副班長が地震発生情報を周知した

ことにより、ＥＲＣ対応班は速やかにプラント状態の

変化（モニタリングポストの指示値上昇）に気付く事が

できたことを良好事例として抽出し、以下の更なる改

善を図る。 

【9.(2)②発電所情報の変化に対応するための地震発生

情報の連携強化（良好事例からの抽出）】 
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②本部運営訓練（本店）つづき 

達成基準 結 果 評 価 

4)本店本部は、発電所からの支援要請に対する対

応検討ができる。 

 

5)本店庶務班は現地支援要員と本店後方支援班

の役割を整理した結果を踏まえ作成した情報

フローに基づき、発電所の支援活動が実施でき

る。 

【検証項目 1.(2)⑤g】

 

6)本店情報班長は、発電所のブリーフィングを傾

聴することを、本店本部内に周知できる。 

【検証項目 1.(2)⑤i】

4)5)本店庶務班は、発電所からの電源車融通支援の要請

に対して、東海第二発電所の電源車仕様を確認し、電源

車の到着場所（茨城事務所）を選定した上で、東北電力

（当社社員にて模擬）に電源車の融通を依頼した。ま

た、本店庶務班は、東北電力からの電源車の出発・到着

予定時刻を現地支援本部及び発電所庶務班へ連絡し

た。 

 

 

6)本店情報班長は、発電所ブリーフィング、戦略説明及び

ＥＡＬ判断の都度、呼出しベルを鳴らし、本店本部内に

傾聴することを周知した。また、本店本部は、発電所情

報に着目した。 

4)5)本店庶務班は、発電所からの支援要請に対し混乱す

ることなく適切な対応ができたことから、昨年度の改

善策（原子力事業所災害対策支援拠点の活動における

役割の整理と情報フローの作成）が有効に機能してい

ると評価する。 

 

 

 

 

6)本店情報班長は、発電所ブリーフィング時等に本店本

部内に傾聴を促したことで、効果的な情報共有ができ

たことから、昨年度の良好事例（効果的なブリーフィン

グの実施）が適切に展開されていると評価する。 

 

③ＥＲＣ対応訓練（本店） 

達成基準 結 果 評 価 

1)本店ＥＲＣ対応班は、プラント状況、進展予測、

事故収束対応戦略、戦略の進捗状況等につい

て、速やかにＥＲＣプラント班と共有できる。

 

 

 

2)本店ＥＲＣ対応班は、初動対応時、ＥＡＬ判断

時及びプラントの状況変化時において、情報共

有ツールを用いた積極的な情報発信ができる。

1)本店ＥＲＣ対応班は、プラント状況、進展予測、事故収

束対応戦略、戦略の進捗状況等について、本店情報班及

び技術班から伝達された情報を速やかにＥＲＣプラン

ト班へ提供した。 

 

 

2)本店ＥＲＣ対応班は、初動対応、ＥＡＬ判断等のプラン

ト状況の変化時において、情報共有ツール（備付け資

料、模擬ＳＰＤＳ）を用いて、積極的にＥＲＣプラント

班へ情報発信した。 

1)本店ＥＲＣ対応班は、事故・プラントの状況、進展予

測、事故収束対応戦略、戦略の進捗状況等について、必

要な情報に遅れがなく、ＥＲＣプラント班へ積極的に

情報提供ができたことから、速やかに情報共有を行う

体制が確立していると評価する。 

 

2)本店ＥＲＣ対応班は、プラント状況の変化時において、

情報共有ツールを用いて、積極的にＥＲＣプラント班

へ情報発信ができたことから、情報共有ツールを活用

した情報発信に係る運用が定着していると評価する。 

 



22 

③ＥＲＣ対応訓練（本店）つづき 

達成基準 結 果 評 価 

3)本店ＥＲＣ対応班は、ＥＡＬ判断フローを用い

て、判断根拠を踏まえたＥＡＬ説明ができる。

【検証項目 1.(2)⑤a】

 

 

 

4)本店ＥＲＣ対応班は、戦略シート作成中でも、

備付け資料に追加した対応フローを用いて今

後の対応手順の説明ができる。 

【検証項目 1.(2)⑤b】

 

 

 

5)本店ＥＲＣ対応班は、緊急情報を入手した場

合、同一地域複数事業所同時発災時におけるＥ

ＲＣ対応班発話ルールに基づき、機構本部が発

話中であっても緊急情報として直ちに割り込

んで発話できる。 

【検証項目 1.(2)⑤e】

 

6)リエゾンは、情報共有ツールを活用してＥＲＣ

プラント班へ積極的に補足説明ができる。 

 

 

 

7)リエゾンは、ＥＲＣプラント班からの問い合わ

せに対して、速やかに対応できる。 

3)本店ＥＲＣ対応班は、ＥＡＬ判断フローを用いて、判断

根拠（設備故障要因）を踏まえたＥＡＬ判断情報をＥＲ

Ｃプラント班へ説明した。 

 

 

 

4)本店ＥＲＣ対応班は、非常用ディーゼル発電機２Ｄ及

び原子炉隔離時冷却系の機能が喪失し、発電所本部に

て戦略検討中の場面において、速やかに備付け資料の

「事故時運転操作手順書フロー図」を用いて、現在の原

子炉注水機能が喪失した場合の対応を含めた今後の対

応手順をＥＲＣプラント班へ説明した。 

 

5)本店ＥＲＣ対応は、機構本部が発話中において、東海発

電所初発ＳＥ（ＳＥ０１）、ＧＥ（ＧＥ０１）判断情報

を入手した際、緊急情報として直ちに割り込んで、ＥＲ

Ｃプラント班へ提供した。 

 

 

 

6)リエゾンは、即応センターから提供された情報に対し

て、情報共有ツール（チャットシステム及び備付け資

料）を活用して、ＥＲＣプラント班へ積極的に補足説明

した。 

 

7)リエゾンは、ＥＲＣプラント班からの問い合わせに対

して、遅滞なく回答した。なお、負傷者情報、東海発電

所のＰＡＺ範囲については本店本部へ連絡し、内容を

確認した上で回答を実施した。 

3)本店ＥＲＣ対応班は、ＥＡＬ該当条件に関連する機器

の故障要因を反映したＥＡＬ判断フローにより、判断

根拠を踏まえたＥＡＬ説明ができたことから、昨年度

の改善策（ＥＡＬ判断フローの記載の充実化）が有効に

機能していると評価する。 

 

4)本店ＥＲＣ対応班は、戦略シートが手元に届いていな

い場合でも備付け資料に追加した対応フローを用いて

今後の対応手順の説明ができたことから、昨年度の改

善策（設計基準事故を超える事象（徴候ベース）に係る

対応フローの備付け資料への追加）が有効に機能して

いると評価する。 

 

5)本店ＥＲＣ対応班は、機構本部が発話中であっても、東

海発電所初発ＳＥ、ＧＥ判断情報を緊急情報として直

ちに割り込んで発話できたことから、昨年度の良好事

例（同一地域複数事業所同時発災時におけるＥＲＣ対

応班の発話ルールの明確化）が適切に展開されている

と評価する。 

 

6)7)リエゾンは、情報共有ツールを用いた補足説明及び

問い合わせに対する回答ができたことから、リエゾン

対応が定着していると評価する。 
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③ＥＲＣ対応訓練（本店）つづき 

達成基準 結 果 評 価 

8)リエゾンは、配付資料の保存先の運用について

作成した「本店本部ルール集」に基づき、配付

すべき資料を迷うことなく判断し、ＥＲＣプラ

ント班との情報共有に必要な資料を配付する

ことができる。 

【検証項目 1.(2)⑤h】

 

9)本店副本部長は、会議開催の招集に対して速や

かに参集できる。 

 

10)本店副本部長は、発生事象の概要、事象進展

の予測及び事故収束対応を簡潔に説明でき

る。 

8)リエゾンは、社内ネットワーク上に整理して保存され

た電子情報を印刷し、遅滞なくＥＲＣプラント班へ資

料（ＣＯＰ、初動チェックシート及びモニタリングポス

トデータ等）を配布した。 

 

 

 

9)本店副本部長は、１０条確認会議及び１５条認定会議

開催の招集に対して速やかに参集した。 

 

10)本店副本部長は、発生事象の概要、事象進展の予測及

び事故収束対応を簡潔に説明した。 

 

【１０条確認会議実績】 

・ＥＡＬ判断時間 ：14 時 15 分 

・会議開始時間  ：14 時 20 分 

・会議終了時間  ：14 時 23 分 

 

【１５条認定会議実績】 

・ＥＡＬ判断時間 ：15 時 03 分 

・会議開始時間  ：15 時 06 分 

・会議終了時間  ：15 時 10 分 

8)リエゾンは、「本店本部ルール集」に基づき、配付すべ

き資料を迷うことなく判断し、資料配布できたことか

ら、昨年度の改善策（リエゾン配布資料に関する具体的

ルールの明確化）が有効に機能していると評価する。 

 

 

 

9)10)本店副本部長は、１０条確認会議及び１５条認定会

議を支障なく対応できたことから、組織の代表として

の対応が定着していると評価する。 
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④原子力事業者間協力協定に基づく支援連携訓練（本店） 

達成基準 結 果 評 価 

1)本店避難支援班は原子力事業者間協力協定に

基づき、幹事会社へ定められたタイミングで協

力要請等の情報連携ができる。 

1)本店避難支援班は、特定事象該当のタイミングにて、協

定に基づき、幹事会社である東京電力ＨＤ株式会社に

協力要請を行い、同協定に基づく協力要員及び資機材

等に関する情報を本店本部、発電所本部及び現地支援

本部に共有した。 

1)本店避難支援班は、協定に基づき、支障なく協力要請等

の対応ができたことから、協定に基づく支援連携対応

が定着していると評価する。 

 

⑤広報対応訓練（本店） 

達成基準 結 果 評 価 

1)本店プレスセンターは、本店プレスセンターと

現地プレスセンターの合同模擬記者会見の開

催により、一元的な情報提供ができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)本店広報班は、発生した事象についてホームペ

ージに模擬プレス文を掲載できる。  

 

 

3)広報リエゾンは、当社のプレス対応・公表状況

をＥＲＣ広報班へ情報提供できる。 

1)本店プレスセンターは、本店プレスセンターと現地プ

レスセンターをＷｅｂ会議システムで接続した合同模

擬記者会見の開催により、一元的な情報提供を実施し

た。 

なお、記者会見者の説明は、専門用語や略語を多く

使用し、人災・火災等の補足情報から先に説明をした

ため、発電所の事故状況・今後の対応手段等プラント

全体像について分かりづらい説明となっていた。 

 

 

 

 

2)本店広報班は、発生した事象について模擬ホームペー

ジにプレス公表文を掲載した。 

 

 

3)広報リエゾンは、当社のプレス対応・公表状況をＥＲＣ

広報班へ提供した。また、発電所の配置・Ｌ１輸送容器

横転事象に関する問い合わせに対して、速やかにＥＲ

Ｃ広報班へ回答した。 

1)本店プレスセンターは、模擬記者会見において一元的

な情報提供を実施できた。 

  しかしながら、記者会見者は、専門用語や略語を多く

使用し、人災・火災等の補足情報から先に説明をしたた

め、発電所の事故状況・今後の対応手段等プラント全体

について分かりづらい説明となっていた。 

  このため、記者会見において、マスコミや一般の方が

理解しやすい説明を行う必要があるとの課題を抽出

し、以下の改善を図る。 

【9.(1)④ 記者会見対応習熟のための記者発表ガイドラ

インの作成】 

 

2)本店広報班は、発生事象の概要について、支障なくプレ

ス公表文を模擬ホームページへ掲載できたことから広

報対応が定着していると評価する。 

 

3)広報リエゾンは、当社のプレス対応・公表状況につい

て、支障なくＥＲＣ広報班へ提供できたことから、広報

リエゾン対応が定着していると評価する。 
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⑥現地支援本部運営訓練（現地支援本部） 

達成基準 結 果 評 価 

1)現地支援本部は、事故・プラントの状況、進展

予測、事故収束対応戦略、戦略の進捗状況及び

ＥＡＬを把握できる。 

 

 

2)現地支援本部は、収集した住民避難情報等を発

電所本部及び本店本部へ共有できる。 

 

 

3)現地支援本部長は、自治体リエゾンの選出及び

派遣指示ができる。 

 

 

4)現地支援本部情報班は、発電所情報を自治体リ

エゾンへ提供できる。 

 

 

 

5)自治体リエゾンは、通報文、ＣＯＰ等のツール

を活用して、自治体担当者に発電所情報を提供

できる。 

 

 

 

6)自治体リエゾンは、自治体担当者からの問い合

わせに対して、速やかに対応できる。 

1)現地支援本部は、情報共有ツール（ＴＶ会議、チャット

システム等）の活用により、事故・プラントの状況、進

展予測、事故収束対応戦略、戦略の進捗状況及びＥＡＬ

を把握した。 

 

2)現地支援本部情報管理班長は、オフサイトセンターで

活動する事業者ブース要員から入手した住民避難情報

等を発電所本部及び本店本部へ共有した。 

 

3)現地支援本部長は、自治体が設置する災害対策本部（当

社内に模擬本部を設置）へのリエゾンを選出し、自治体

への派遣を指示した。 

 

4)現地支援本部情報管理班長は、情報共有ツール（通報

文、ＣＯＰ等）を活用して、発電所情報を説明するため

に必要な資料を選択し、関係自治体へ派遣する自治体

リエゾンに発電所情報を提供した。 

 

5)自治体リエゾンは、現地支援本部情報管理班から提供

された情報共有ツール（通報文、ＣＯＰ等）を活用し

て、自治体担当者（当社社員にて模擬）に事故・プラン

トの状況、進展予測、事故収束対応戦略、戦略の進捗状

況等を提供した。 

 

6)自治体リエゾンは、自治体担当者（当社社員にて模擬）

からの事故事象の収束予測に関する問い合わせに対し

て、情報共有ツール（通報文、ＣＯＰ等）の情報をもと

にその場で速やかに回答した。 

1)現地支援本部は、情報共有ツール（ＴＶ会議、チャット

システム等）により、事故・プラントの状況等を把握で

きたことから、情報共有ツールが機能していると評価

する。 

 

2)現地支援本部は、収集した住民避難情報等を各拠点（発

電所及び本店）へ共有できたことから、情報共有を行う

体制が確立していると評価する。 

 

3)現地支援本部長は、支障なく自治体リエゾンの選出及

び派遣指示対応ができたことから、自治体へのリエゾ

ン派遣を行う体制が確立していると評価する。 

 

4)現地支援本部情報管理班長は、発電所情報を説明する

ために必要な情報を自治体リエゾンへ提供できたこと

から、自治体リエゾンへの発電所情報を提供する仕組

みが機能していると評価する。 

 

5)6)自治体リエゾンは、自治体担当者への発電所情報の

提供及び自治体担当者からの問い合わせ対応が支障な

くできたことから、自治体リエゾン対応能力を有して

いると評価する。 
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⑥現地支援本部運営訓練（現地支援本部）つづき 

達成基準 結 果 評 価 

7)現地支援本部福祉車両班長は、支援要員の選出

及び派遣指示ができる。  

 

 

 

8)避難支援要員は、要配慮者の体調に配慮した福

祉車両での搬送ができる。 

 

9)避難支援要員は、支援本部への要配慮者の搬送

完了連絡ができる。 

7)現地支援本部福祉車両班長は、オフサイトセンターで

のＰＡＺ圏内要配慮者 1 名への避難先への避難支援要

請を受け、現地支援本部福祉車両班員から要配慮者の

避難支援要員を選出し、派遣を指示した。 

 

8)9)避難支援要員は、シートベルトの装着など要配慮者

（妊婦：模擬）の体調に配慮しながら福祉車両での搬送

を実施するとともに、要配慮者の搬送開始から搬送完

了までの間、適宜、搬送状況を現地支援本部福祉車両班

へ連絡した。 

7)現地支援本部福祉車両班長は、支障なく避難支援要員

の選出及び派遣指示ができたことから、要配慮者の避

難支援を行う体制が確立されていると評価する。 

 

 

8)9)避難支援要員は、要配慮者（妊婦：模擬）の体調に配

慮した搬送を行い、適宜、搬送状況を現地支援本部へ連

絡できたことから、福祉車両による搬送対応が定着し

ていると評価する。 
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８．訓練の評価 

（１）総合的な評価 

   「7.訓練結果の概要及び評価」及び「8.(2)訓練目標に対する評価」より、今回想定した原子力災害に

対しても、発電所本部、本店本部及び原子力事業所災害対策支援拠点等の各拠点が役割分担を認識し、

原子力防災組織として有効に機能することを確認した。 

また、昨年度に実施した東海・東海第二発電所及び敦賀発電所防災訓練で抽出した改善策の効果が確

認できたことから、組織全体としての事故対応能力が向上していると評価する。 

 

（２）訓練目標に対する評価 

   今年度訓練における目的「発電所本部、本店本部及び原子力事業所災害対策支援拠点等の各拠点が

各々の役割を認識し連携することで、原子力防災組織が有効に機能することの確認」に対し、以下のと

おり訓練目標を設定し、各訓練目標について検証項目を定め評価を行った。 

 

【訓練目標① 汚染拡大防止及び放射性物質の除去のための活動ができること。】 

 検証項目 評 価 

発電所運転班及び技術班は、溢水による発電所

設備へのリスクを評価・検討できる。   

また、現場対応班は、発電所本部で設定する制

限時間（溢水が下階へ進展する時間）内に排水が

開始できる。 

＜7.(1)本部運営訓練（発電所）13)＞

発電所運転班及び保修班は、溢水による発電所設備

へのリスクを評価・検討ができ、設定した制限時間内に

排水開始できたことから、今回の想定事象における対

応能力を有しているものと評価する。 

なお、今回は発電所運転班及び保修班でリスクを評

価・検討したため、発電所技術班に対する評価は実施し

ていない。 

 

【訓練目標② 正確な情報発信ができること。】 

検証項目 評 価 

発電所本部は、短時間で複数のＥＡＬが発生す

る場面において正確な判断を行うことができる。

また、発電所情報班は、短時間で複数の通報が

発生する状況において正確な文書を作成し、通報

を行うことができる。 

＜7.(1)本部運営訓練（発電所）2)＞

＜7.(2)通報連絡訓練（発電所）4)＞

①発電所本部は、短時間で複数のＥＡＬが発生する場

面においてもＥＡＬ該当条件の成立から 10分以内に

正確な判断ができた。 

  しかしながら、ＥＡＬが東海発電所（ＧＥ０１）及

び東海第二発電所（ＳＥ２５）で同時に発生した場面

において、ＧＥ判断が後回しとなり、初発ＧＥ判断が

遅れる可能性があった。 

  このため、緊急情報が同時期に複数発生した場合

でも重要度を踏まえた速やかな判断を行う必要があ

るとの課題を抽出し、以下の改善を図る。 

【9.(1)①緊急情報発話中に新たな緊急情報が発生し

た場合の発話運用の明確化】 

 

②発電所情報班は、「発電所対策本部等職務手引書（情

報班）」に基づき、効率的に通報文の作成ができる体

制と、過去の訓練における改善からチェック体制を

確立した。また、訓練時における失敗例を教育材料と

して反復教育・反復訓練を実施することで情報処理

能力の向上を図り、短時間に複数のＥＡＬが発生し

た状況、複数種類の通報文を短時間で作成する状況

において、正確な通報文を作成し、通報連絡が実施で

きたことから、通報連絡の対応が定着していると評

価する。 
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【訓練目標③ 原子力災害時において公設消防と連携した消火活動ができること。】 

検証項目 評 価 

①原子力災害発生下での消火活動において発電

所庶務班及び自衛消防隊は、発電所発災状況を

公設消防隊へ情報提供できる。また、火災発生

状況を発電所本部へ共有することができる。 

＜7.(1)本部運営訓練（発電所）14)＞

 

②自衛消防隊は、消防車の故障を発電所庶務班及

び公設消防に情報共有し、発電所庶務班は設備

の故障により、公設消防の設備を利用した消火

戦略の再検討を行うことができる。 

＜7.(1)本部運営訓練（発電所）15)＞

①発電所庶務班は、自衛消防隊と双方向で情報共有を

行い、自衛消防隊は発電所庶務班より得た発電所発

災状況を公設消防へ提供できたことから、発電所本

部と現場の情報連携対応が定着していると評価す

る。 

 

②発電所庶務班及び自衛消防隊は、消火活動中に発生

した設備故障（マルファンクション）に対し、発災箇

所の重要性を鑑み早期な対応のために適切な進言を

行い、消火戦略の変更（見直し）ができたことから、

臨機な対応能力を有していると評価する。 

 

【訓練目標④ 隣接事業所同時発災を踏まえた情報連携及び事故収束活動ができること。】 

検証項目 評 価 

①発電所本部は、機構対策本部との連絡体制確立

後、原科研の事故状況を本部内に共有できる。

＜7.(1)本部運営訓練（発電所）17)＞

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②発電所本部は、原科研のＥＡＬ情報（ＳＥ／Ｇ

Ｅ０２）を入手した際に、発電所のモニタリン

グポスト指示値を確認することで、原科研で発

生した事象が発電所事故収束活動に与える影

響の有無を確認できる。 

＜7.(1)本部運営訓練（発電所）19)＞

①発電所本部連絡担当者は、確立したホットラインを

通じて、原科研の事故状況を本部内に共有できた。 

  しかしながら、発電所本部連絡担当者は、原科研に

て排気筒モニタ指示値上昇によりＳＥ／ＧＥが発出

したことを発電所本部内に報告した場面において、

ＥＡＬ番号を報告しなかったため、発電所本部がＳ

Ｅ／ＧＥ０２発出をＳＥ／ＧＥ０１発出と誤認し

た。 

  このため、隣接事業所の発災事象が事故収束活動

に影響を与える可能性があることから、正確な状況

を把握する必要があるとの課題を抽出し、以下の改

善を図る。 

【9.(1)③隣接事業所同時発災時にホットラインで収

集すべき必要情報の明確化】 

 

②発電所本部は、原科研での発災事象に対し、モニタリ

ングポストの指示値及び風向の確認により事故収束

活動への影響確認ができていた。誤った EＡＬの発電

所本部内周知にも関わらず対応ができていたことか

ら、被ばく低減を考慮した対応が定着していると評

価する。 
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（３）昨年度訓練から改善を図った事項の有効性確認 

   以下の項目について、本訓練にて検証を行った。 

① 昨年度東海発電所・東海第二発電所防災訓練で抽出された課題・良好事例に対する改善状況 

前回訓練の課題 改善策 有効性確認結果 

a.ＥＡＬ判断フローの記

載の充実化 

・判断根拠を踏まえたＥ

ＡＬ判断説明を実施で

きるようにするため、Ｅ

ＡＬ判断フローの記載

を充実する必要がある。

＜原因＞ 

ＥＲＣ対応班スピーカは、判断根拠を

踏まえたＥＡＬ判断説明をする必要性

を理解していたものの、初めてのスピー

カ対応ということもあり、初発ＧＥにつ

いては、速やかに報告することへの意識

が強く働き、判断根拠を踏まえた説明が

不足した。 

 

＜対策＞ 

ＥＡＬ判断説明時において、経験の有

無に係わらず、判断根拠を抜けなく説明

できるようにするため、ＥＡＬ判断フロ

ーに関連機器の記載欄を追加した。 

【検証計画】 

本店ＥＲＣ対応班スピーカは、ＥＡ

Ｌ判断フローを用いて、判断根拠を踏

まえたＥＡＬ説明ができる。 

 

【結 果】 

本店ＥＲＣ対応班は、ＥＡＬ該当条

件に関連する機器の故障要因を反映し

たＥＡＬ判断フローにより、判断根拠

を踏まえたＥＡＬ説明ができたことか

ら、昨年度の改善策（ＥＡＬ判断フロー

の記載の充実化）が有効に機能してい

ると評価する。 

＜7.(8)③ＥＲＣ対応訓練（本店）3)＞

 

b.設計基準事故を超える

事象（徴候ベース）に係

る対応フローの備付け

資料への追加 

・設計基準事故を超える

事象（徴候ベース）が発

生した際に、速やかに今

後の対応手順を説明で

きるよう情報共有ツー

ルを整備しておく必要

がある。 

＜原因＞ 

ＥＲＣ対応班スピーカは、高圧注水機

能喪失事象発生後速やかにＣＯＰ（系統

概略図）を用いて対応設備を説明したも

のの、使用中の設備が故障した場合の今

後の対応手順については、備付け資料に

整備されておらず、かつ戦略シートも作

成中だったため、口頭のみの説明となっ

た。 

 

＜対策＞ 

設計基準事故を超える事象発生時に

おいて、戦略シート作成中でも、今後の

対応手順の説明ができるようにするた

め、対応フローを備付け資料に追加し

た。 

【検証計画】 

本店ＥＲＣ対応班スピーカは、戦略

シート作成中でも備付け資料に追加し

た対応フローを用いて今後の対応手順

の説明ができる。 

 

【結 果】 

本店ＥＲＣ対応班は、戦略シートが

手元に届いていない場合でも備付け資

料に追加した対応フローを用いて今後

の対応手順の説明ができたことから、

昨年度の改善策（設計基準事故を超え

る事象（徴候ベース）に係る対応フロー

の備付け資料への追加）が有効に機能

していると評価する。 

＜7.(8)③ＥＲＣ対応訓練（本店）4)＞
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前回訓練の課題 改善策 有効性確認結果 

c.発電所本部内に共有す

べき現場対応の進捗状

況の明確化 

・発電所機能班は、現場対

応の進捗状況について、

発電所本部内に共有す

る必要がある。 

＜原因＞ 

発電所本部内にて共有すべき進捗状

況が明確化されていなかったため、現場

指揮所から連絡を受けた発電所庶務班

員次第で、本部内に共有される情報に違

いがあった。 

 

＜対策＞ 

発電所本部内に共有すべき現場対応

の進捗状況を整理し、社内マニュアル等

で定めた。 

【検証計画】 

発電所庶務班は、消火活動における

発電所本部内で共有すべき緊急情報及

び重要情報の発話による共有ができ

る。 

 

【結 果】 

発電所庶務班は、発電所本部内で共

有すべき情報を整理した社内マニュア

ルに基づき、消火活動状況を本部内で

共有できたことから、昨年度の改善策

（発電所本部内に共有すべき現場対応

の進捗状況の明確化）が有効に機能し

ていると評価する。 

＜7.(1)本部運営訓練（発電所）16)＞

 

d.原子力災害発生時にお

ける隣接事業所間の連

絡体制の整備 

・他事業所の事故の影響

を踏まえ、実効性の高い

事故収束活動を行うた

めに、原子力災害発生時

における隣接事業所間

の連絡体制を整備して

おく必要がある。 

＜原因＞ 

隣接事業所同時発災を想定した訓練

は、今回が初めての取り組みであったた

め、事業所間でたがいに発災情報を共有

する体制整備の必要性が顕著化した。 

 

＜対策＞ 

東海地域の原子力事業者間において、

原子力災害発生時に相互の発災情報を

共有できるよう、連絡体制（通報文の発

信・連絡窓口の設置）を整備した。 

【検証計画】 

発電所庶務班は、整備した連絡体制

に基づき、通報文を東海ノア、機構対策

本部、原科研に発信すると共に、機構対

策本部からの問い合わせに対して回答

できる。 

 

【結 果】 

発電所庶務班及び発電所本部連絡担

当者は、今回整備した連絡体制に基づ

き、東海ノアを介した東海・大洗地域に

おける情報共有と、機構対策本部との

ホットライン確立による発災箇所間の

直接情報連携の両方が確実に機能した

ことを確認できたことから、昨年度の

改善策（原子力災害発生時における隣

接事業所間の連絡体制の整備）が有効

に機能していると評価する。 

＜7.(1)本部運営訓練（発電所）18)＞

 

e.同一地域複数事業所同

時発災時におけるＥＲ

Ｃ対応班の発話ルール

の明確化 

・緊急の割り込みが適切

に行われていた。 

（例：14 時 12 分頃、機構

本部即応センターが発

話中のところ、ＳＥ判断

の割り込みを実施） 

＜背景＞ 

今回、同一地域複数事業所同時発災を

想定した訓練は、初めての取り組みであ

ったことから、ＥＲＣ対応班に対して、

発話ルールの勉強会を実施した。 

 

＜展開内容＞ 

・隣接事業所同時発災時における、ＥＲ

Ｃ対応班の発話ルールを整備し、本店

本部ルール集に追加した。 

【検証計画】 

本店ＥＲＣ対応班は、緊急情報を入

手した場合、機構本部即応センターが

発話中であっても緊急情報として直ち

に割り込んで発話できる。 

 

【結 果】 

本店ＥＲＣ対応班は、機構本部即応

センターが発話中であっても、東海発

電所初発ＳＥ、ＧＥ判断情報を緊急情

報として直ちに割り込んで発話できた
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前回訓練の課題 改善策 有効性確認結果 

・ＥＲＣプラント班への発話ルール、発

話対応に ついて、共通認識を図るた

め、機構本部との情報共有を継続的に

実施している。 

・ＰＰ事案発生時におけるＥＲＣ対応

班スピーカの発話能力向上を図るた

め、ＰＰ部門にも本良好事例を展開し

た。 

ことから、昨年度の良好事例（同一地域

複数事業所同時発災時におけるＥＲＣ

対応班の発話ルールの明確化）が適切

に展開されていると評価する。 

＜7.(8)③ＥＲＣ対応訓練（本店）5)＞

 

f.受け手の理解を促すた

めのプレス公表文の構

成の標準化 

・広報リエゾンから受領

する原電対外公表資料

は、想定問答資料を含

め、わかりやすくまとま

っていた。 

＜背景＞ 

発電所広報班は、本店広報班と連携

し、受け手が現在のプラント状況がわか

りやすくなるように、項目ごと（除熱／

冷却／電源／使用済燃料プール）にプラ

ント状況を記載したプレス公表文を作

成した。 

 

＜展開内容＞ 

・今回の作成内容を標準化するよう広

報班のマニュアルへ反映する。 

・敦賀発電所広報関係者へ本良好事例

を共有しプレス公表文の資料構成へ

の展開を図る。 

【検証計画】 

発電所広報班は、広報班のマニュア

ルに基づき相手に理解されやすいよ

う、資料構成を検討したプレス公表文

を作成できる。 

 

【結 果】 

発電所広報班は、プラント状況につ

いて相手への理解を促すプレス文を作

成できたことで、昨年度の良好事例（受

け手の理解を促すためのプレス公表文

の構成の標準化）が適切に展開されて

いると評価する。 

＜7.(1)本部運営訓練（発電所）20)＞

 

② 昨年度敦賀発電所防災訓練で抽出された課題・良好事例に対する改善状況 

前回訓練の課題 改善策 有効性確認結果 

a.原子力事業所災害対策

支援拠点の活動におけ

る役割の整理と情報フ

ローの作成（本店） 

・現地支援要員と本店後

方支援班の役割を整理

する必要がある。 

＜原因＞ 

現地支援要員と本店後方支援班が連

携する訓練は、今回が初めての取り組み

であったため、役割の整理ができていな

かったことが顕在化した。 

 

＜対策＞ 

・原子力事業所災害対策支援拠点の活

動について、現地支援要員と本店後方

支援班の役割を整理する。 

・発電所支援連携に係る情報フローを

作成し、訓練にて検証する。 

【検証計画】 

本店庶務班は、現地支援要員と本店

後方支援班の役割を整理した結果を踏

まえて作成した情報フローに基づき、

発電所の支援活動が実施できる。 

 

【結 果】 

本店庶務班は、発電所からの支援要

請に対し混乱することなく適切な対応

ができたことから、昨年度の改善策（原

子力事業所災害対策支援拠点の活動に

おける役割の整理と情報フローの作

成）が有効に機能していると評価する。

＜7.(8)②本部運営訓練（本店）4)5)＞

 

b.リエゾン配布資料に関

する具体的ルールの明

確化 

・リエゾンからＥＲＣプ

ラント班へ配布する資

料に関する具体的ルー

＜原因＞ 

リエゾンからの質問回答資料とスピ

ーカが説明に用いた資料を、同一の保存

先に保存しており、ＥＲＣプラント班へ

配付すべき資料とそうでない資料の区

別がつかない状況だった。 

 

【検証計画】 

リエゾンは、配布資料の保存先の運

用について作成した「本店本部ルール

集」に基づき、配付すべき資料を迷うこ

となく判断し、ＥＲＣプラント班との

情報共有に必要な資料を配付すること

ができる。 
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前回訓練の課題 改善策 有効性確認結果 

ルを作成し、明確化する

必要がある。 

＜対策＞ 

リエゾンが配付すべき資料が一目で

わかるよう、保存先を整理し、その具体

的運用を「本店本部ルール集」に反映す

る。また、教育及び訓練を実施し、定着

を図っていく。 

【結 果】 

リエゾンは、「本店本部ルール集」に

基づき、配付すべき資料を迷うことな

く判断し、資料配布できたことから、昨

年度の改善策（リエゾン配布資料に関

する具体的ルールの明確化）が有効に

機能していると評価する。 

＜7.(8)③ＥＲＣ対応訓練（本店）8)＞

 

c.効果的なブリーフィン

グの実施 

・発電所本部において、簡

潔明瞭なブリーフィン

グを実施したことで、発

電所本部要員やＴＶ会

議で情報収集している

本店本部要員等が速や

かに共通認識を持つこ

とができ、事故収束のた

めの効果的な情報共有

に寄与した。 

＜背景＞ 

ブリーフィング開始前に、本部長より

「2分後にブリーフィングを開始するた

め、各機能班は情報を整理すること」を

指示し、各機能班が収集している情報の

整理を行う時間を設けていた。 

 

＜展開内容＞ 

・今回のブリーフィングの実施方法に

ついて社内マニュアルに定めて、本部

運営訓練で定着を図る。 

・本店、東海へ本良好事例を共有し、ブ

リーフィング時の運用への展開を行

う。 

【検証計画】 

①発電所本部は、ブリーフィングを行

うにあたり、事前に開始予告を周知

し、簡潔な報告を行うことができる。

②本店情報班長は、発電所のブリーフ

ィングを傾聴することを、本店本部

内に周知できる。 

 

【結 果】 

①ブリーフィングの途中で緊急情報な

ど複数回の中断が発生した場面にお

いて、ブリーフィングの中断・継続等

の発話統制がとれなかったため、効

果的なブリーフィングが実施できな

かった。 

  このため、ブリーフィングは簡潔

な報告による状況整理を行い、発電

所本部内全体で共有認識がもてるよ

う、効果的に実施する必要があると

の課題を抽出し、以下の改善を図る。

【9.(1)②ブリーフィング中断時にお

ける運用の明確化】 

＜7.(1)本部運営訓練（発電所）6)＞ 

 

②本店情報班長は、発電所ブリーフィ

ング時等に本店本部内に傾聴を促し

たことで、効果的な情報共有ができ

たことから、昨年度の良好事例（効果

的なブリーフィングの実施）が適切

に展開されていると評価する。 

＜7.(8)②本部運営訓練（本店）6)＞ 
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前回訓練の課題 改善策 有効性確認結果 

d.ＥＲＣプラント班の求

める情報（ニーズ）の把

握 

・本店ＥＲＣ対応班スピ

ーカは、初発ＧＥとなっ

たＧＥ２５（全交流電源

の１時間以上喪失）につ

いて、ＧＥ２５該当判断

前にＥＲＣ側にリマイ

ンドし、影響説明を実施

したことで、ＥＲＣプラ

ント班の求める情報（ニ

ーズ）を提供でき、円滑

な情報共有に寄与した。

＜背景＞ 

本店ＥＲＣ対応班スピーカは、ＥＲＣ

プラント班の業務に係る説明会に参加

したことにより、ＥＲＣプラント班の求

める情報を把握していた。 

 

＜展開内容＞ 

本店ＥＲＣ対応班員だけでなく、発電

所を含めた様々な要員が、ＥＲＣプラン

ト班の業務に係る説明会への参加を検

討し、ＥＲＣプラント班の求める情報

（ニーズ）を理解する。 

【検証計画】 

発電所本部は、進展予測、収束対応戦

略、戦略の進捗状況等のＥＲＣプラン

ト班の求める情報を本店本部に情報発

信できる。 

 

【結果】 

発電所本部は、ＥＲＣプラント班の

求める情報を確実に本店本部へ提供で

きたことから、昨年度の良好事例（ＥＲ

Ｃプラント班の求める情報（ニーズ）の

把握）が適切に展開されていると評価

する。 

＜7.(1)本部運営訓練（発電所）7)＞ 
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９．今後の原子力災害対策に向けた改善点 

  集約した気付き事項や良好事例等より、以下の改善に取り組む事項及び更なる改善に取り組む事項を抽

出した。 

 

（１）改善に取り組む事項 

①緊急情報発話中に新たな緊急情報が発生した場合の発話運用の明確化【発電所】 

課題 原因 改善内容 

緊急情報が同時期に複

数発生した場合でも重要

度を踏まえた速やかな判

断を行う必要がある。 

＜7.(1)本部運営訓練（発

電所）2)＞ 

 

・発電所運転班により東海第二発電所

ＳＥ２５該当による説明を実施中、

発電所放射線管理班は緊急情報とし

て同時刻に該当条件が成立した東海

発電所ＧＥ０１のＥＡＬ該当発話

（ＧＥとは発話せず）を要請したが、

発電所本部長は東海第二発電所側を

優先し、発話を待つよう指示した。

14：40 に東海発電所ＳＥ２５該当判

断後、発電所放射線管理班から東海

発電所のＧＥ０１が 14：40 に該当す

ることを説明し、同時刻に東海発電

所ＧＥ０１を判断した。 

・緊急情報として発話すべき情報の種

類はマニュアルに定めているが、緊

急情報発話中に新たな緊急情報が発

生した場合の発話運用が定められて

いなかった。 

緊急情報発話中に新たな緊急情

報が発生した場合の発話運用（発話

の方法・内容）をマニュアルに定め、

教育・訓練により対応の定着を図

る。 

 

②ブリーフィング中断時における運用の明確化【発電所】 

課題 原因 改善内容 

ブリーフィングは、簡潔

な報告による状況整理を

行い、発電所本部内全体で

共通認識がもてるよう、効

果的に実施する必要があ

る。 

＜7.(1)本部運営訓練（発

電所）6)＞ 

 

・初回のブリーフィングは、開始から終

了までに 40 分を要した。途中、緊急

情報の差し込みにより、ブリーフィ

ングが 5 回中断したが、発電所本部

長からの中断・継続指示は行われな

かった。また、2 回目のブリーフィン

グは、開始から終了までに 13 分を要

した。 

・ブリーフィングの方法として、「プラ

ントの状況が落ち着いた時、または

本部長が必要と判断した時に実施す

る。」ことをマニュアルに定めている

が、緊急情報の発話等により、ブリー

フィングが中断した場合の中断・継

続指示に係る運用が定められていな

かった。 

効果的なブリーフィングを実施

するため、以下のブリーフィングの

運用をマニュアルに定め、教育・訓

練により対応の定着を図る。 

・事象の進展状況に応じたショー

トブリーフィング※1・通常ブリー

フィング※2の実施方法 

・ブリーフィング中に緊急情報（プ

ラント状況の変化や戦略に影響

を与える情報等）が入った場合に

おけるブリーフィングの中断・継

続に係る運用 

 

※1 ショートブリーフィング 

注水手段の確保や電源確保等、テーマを

絞った情報共有 

※2 通常ブリーフィング 

事故対応状況の全容として、各作業班の

活動状況を共有 
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③隣接事業所同時発災時にホットラインで収集すべき必要情報の明確化【発電所】 

課題 原因 改善内容 

隣接事業所の発災事象

が事故収束活動に影響を

与える可能性があるため、

正確な状況を把握する必

要がある。 

＜7.(1)本部運営訓練（発

電所）17)＞ 

 

・発電所本部連絡担当者は、機構対策本

部より、原科研にて排気筒モニタ指

示値の上昇に伴い、ＳＥ／ＧＥ該当

との連絡を受信（ＥＡＬ番号の明言

はなかったが、確認しなかった）し、

発電所本部へ共有を行った。共有を

受けた発電所本部は、直前に発生し

た東海発電所ＧＥ０１と混同し、原

科研にてＳＥ／ＧＥ０１が発生した

と誤認した。 

・発電所本部連絡担当者は、初めての対

応であり、ホットラインで収集する

情報に対し、確認すべき情報につい

て理解が不足していたため、ＥＡＬ

番号まで確認をしなかった。 

・隣接事業所同時発災時における情報

連携は、通報連絡文とホットライン

を手段として、ＥＡＬ、進展予測、環

境情報を共有することとしていた

が、ホットライン経由で収集する情

報に対し、確認すべき内容を定めて

いなかった。 

隣接事業所同時発災時にホット

ラインを確立した情報連携が必要

な場面において、ホットラインで収

集すべき必要情報を整理し、正確な

状況を把握するための確認手順と

チェックシートをマニュアルに定

め、教育・訓練により対応の定着を

図る。 

 

④記者会見対応習熟のための記者発表ガイドラインの作成【本店】 

課題 原因 改善内容 

記者会見において、マス

コミや一般の方が理解し

やすい説明を行う必要が

ある。 

＜7.(8)⑤広報対応訓練

（本店）1)＞ 

 

これまでの訓練では、記者会見者の

スキルや経験に依存していた部分があ

り、記者会見時の説明作法に関する気

付き事項が抽出されなかったため、記

者会見者向けの手順を整備していなか

った。 

記者会見者がマスコミや一般の方

が理解しやすい説明ができるよう、記

者発表ガイドラインを作成する。 

作成した記者発表ガイドラインに

基づき、記者会見者を対象とした教

育・訓練を行い、ガイドラインの有効

性を検証するとともに、記者会見対応

の習熟を図る。 
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（２）更なる改善に取り組む事項  

①本部内における円滑な情報共有のための発話ルールの改善（良好事例からの抽出）【発電所】 

良好事例 背 景 展開内容 

発電所保修班・庶務班・

保健安全班の発話におい

て、「○○班より、○点報告

（進言）する」と事前に報

告件数を明示したことに

より、聞き手側の理解促進

と後続の発話タイミング

がつかみやすくなったこ

とで、円滑な情報共有に寄

与した。 

＜7.(1)本部運営訓練（発

電所）3)＞ 

・発電所保修班は、過去の訓練参加経験

より、発電所本部内での報告が矢継

ぎ早にされるため、発話タイミング

が掴みづらいことから、発電所本部

内での情報共有がしやすいように工

夫した結果、事前に報告件数を明示

して発話した。 

発電所庶務班・保健安全班は、訓練

中における発電所保修班の報告方法

を確認し、良好事例として自ら取り

入れた。 

・発話ルールとして、発話時に挙手する

こと、復唱すること、発話相手を明確

にすること等を定めているが、発話

時の報告件数に関する具体的な運用

については定めていない。 

・発電所本部内の情報共有を円滑

に行うため、個人の経験・力量に

よる発話のバラつきがないよう、

発話ルールに定めて、発電所保修

班・庶務班・保健安全班以外の班

にも展開し、教育・訓練により対

応の定着を図る。 

・本良好事例については、敦賀及び

本店への展開を検討する。 

 

②発電所情報の変化に対応するための地震発生情報の連携強化（良好事例からの抽出）【本店】 

良好事例 背 景 展開内容 

本店情報班副班長は、地

震発生情報を周知したこ

とにより、速やかにＥＲＣ

対応班がプラント状態の

変化（モニタリングポスト

の指示値上昇）に気づけた

ことを良好事例として抽

出した。 

＜7.(8)②本部運営訓練

（本店）2)＞ 

・本店情報班副班長が地震発生情報を

ＥＲＣ対応班へ周知することをルー

ルとして定めていなかった。 

・本店情報班副班長対応者は、過去の訓

練において、情報班副班長の他、ＥＲ

Ｃ対応班（総括・スピーカ）の対応経

験を有しており、地震情報の周知が

発電所情報の変化に注目させるため

に効果的であることを認識してい

た。 

・ＥＲＣ対応班に対して、速やかな

地震情報の周知が発電所情報の

変化に注目させるために効果的

であったことから、個人の経験・

力量による対応のバラつきがな

いようルールに定めて、教育・訓

練により対応の定着を図る。 

・本良好事例については、実災害時

でも同様の対応が行えるよう、地

震発生時は、発電所本部からＴＶ

会議を通じて本店へ一報入れる

ことを東海及び敦賀へ展開する。

 

以  上 
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防災訓練の結果の概要（要素訓練） 

 

１．訓練の目的 

原子力災害発生時における緊急時対応に係る技能の定着・向上を図るとともに、あらかじ

め定めた緊急時対応に係る各種機能が有効に機能することを確認するため、緊急時に備えた

各種対応に係る要素訓練を実施した。 

 

２．実施日及び対象施設 

（１）実施日 

２０２４年４月１日～２０２５年３月３１日 

（２）対象施設 

東海第二発電所（東海発電所と共通の訓練も含む） 

 

３．実施体制、評価体制及び参加人数 

（１）実施体制 

訓練毎に実施責任者を設け、実施担当者が訓練を実施した。 

詳細は、「添付資料」のとおり。 

（２）評価体制 

定められた手順どおりに訓練が実施されたかを実施責任者が評価した。 

（３）参加人数 

「添付資料」のとおり。 

 

４．防災訓練のために想定した原子力災害の概要 

【発電所】 

（１）本部運営訓練（東海発電所と共通の訓練） 

地震や外部脅威者による破壊活動を起因とした外部電源喪失、原子炉冷却材の漏え

い等、原子力災害対策特別措置法（以下、「原災法」という。）第１０条又は１５条に

至る事象等を想定した。 

（２）通報連絡訓練（東海発電所と共通の訓練） 

地震、火災及び原災法第１０条又は１５条に至る事象等、法令等に基づき、対外通

報連絡が必要となる事象を想定した。 

（３）緊急時環境モニタリング訓練（東海発電所と共通の訓練） 

    原災法第１０条又は１５条に至る事象、その他の事象により、敷地内外の空間放射

線率又は空気中の放射性物質濃度が上昇、又はその恐れがある状態を想定した。 

（４）原子力災害医療訓練（東海発電所と共通の訓練） 

管理区域内で身体汚染を伴う負傷者が発生したことを想定した。 

（５）全交流電源喪失対応訓練 

全交流電源喪失、使用済燃料プール除熱機能喪失事象が発生し、電源確保対応及び

水源確保対応が必要になったことを想定した。 

別紙２
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（６）シビアアクシデント対策訓練 

さまざまな事故シーケンスによりシビアアクシデントに至る事故を想定した。 

【本店】 

（７）その他必要と認められる訓練 

①原子力事業所災害対策支援拠点運営訓練（東海発電所と共通の訓練） 

原災法第１０条事象が発生し、原子力事業所災害対策支援拠点が選定されたこと

を想定した。 

②本部運営訓練（東海発電所と共通の訓練） 

発電所にて原災法第１０条該当事象が発生し、本店本部の設置が必要になったこ

とを想定した。 

 

５．防災訓練の項目 

要素訓練 

 

６．防災訓練の内容 

【発電所】 

（１）本部運営訓練（東海発電所と共通の訓練）  

（２）通報連絡訓練（東海発電所と共通の訓練） 

（３）緊急時環境モニタリング訓練（東海発電所と共通の訓練） 

（４）原子力災害医療訓練（東海発電所と共通の訓練） 

（５）全交流電源喪失対応訓練 

（６）シビアアクシデント対策訓練 

【本店】 

（７）その他必要と認められる訓練 

①原子力事業所災害対策支援拠点運営訓練（東海発電所と共通の訓練） 

②本部運営訓練（東海発電所と共通の訓練） 
 

７．訓練結果の概要（「添付資料」参照） 

【発電所】 

（１）本部運営訓練（東海発電所と共通の訓練） 

地震や外部脅威者による破壊活動を起因とした外部電源喪失、原子炉冷却材の漏え

い等、原災法第１０条又は１５条に至る事象を想定、事象の発生と共に発電所本部各

作業班の要員を招集・本部を設置し、事故収束戦略の立案及び本店本部とのプラント

情報等の共有を実施した。 

（２）通報連絡訓練（東海発電所と共通の訓練） 

地震、発電所内での火災、原災法第１０条又は１５条に至る事象等を想定し、法令

等に基づき自治体他関係各所への通報連絡（模擬通報連絡を含む）対応を実施した。 

 

 

 



 

3 

（３）緊急時環境モニタリング訓練（東海発電所と共通の訓練） 

    敷地内外の空間放射線率又は空気中のヨウ素濃度が上昇、又はその恐れがある状態

を想定し、原子力防災要員が、発電所敷地内及び敷地境界付近において、モニタリン

グカー及び可搬型モニタリングポストを使用し、敷地内外の空間放射線率・空気中ヨ

ウ素濃度の測定を実施、測定データを対策本部と共有することにより、影響範囲の評

価を実施した。 

（４）原子力災害医療訓練（東海発電所と共通の訓練） 

管理区域内の負傷者に対し管理区域外への搬出、汚染除去及び応急措置を施す実動

訓練を実施した。 

発電所で保有している担架、止血帯等の医療器具の取扱い及び傷病者の搬送訓練を

実施した。 

（５）全交流電源喪失対応訓練 

①緊急時の電源確保に係る訓練 

・低圧電源車の発電機起動操作、電源ケーブルの引出し・回収、低圧電源車への電源

ケーブル接続訓練を実施した。 

・現場実動訓練として、旧基準のプラント状態における落雷による外部電源全喪失が

発生する事象を想定し、給電を実施するため、発電所本部と現場が連携し低圧電源

車の移動及び発電機起動、電源ケーブルの引出し、低圧電源車から２７５ｋＶ開閉

所ＭＣＣまでのケーブル敷設作業を実施した。 

②緊急時の最終的な除熱機能の確保及び使用済み燃料プールの冷却確保に係る訓練 

・可搬型代替注水ポンプ車のポンプユニット起動操作、水中ポンプ引出し・回収操作、

ホース接続及びホース取扱の実動訓練を実施した。 

（６）シビアアクシデント対策訓練 

・地震・津波等の自然現象や外部脅威者による破壊活動を起因とした全交流電源喪失

や炉心損傷等のシビアアクシデント事象等を想定し、災害対策本部における対応訓

練を実施した。 

【本店】 

（７）その他必要と認められる訓練 

①原子力事業所災害対策支援拠点運運営訓練（東海発電所と共通の訓練） 

発電所での原災法第１０条該当事象等の発生を想定し、原子力事業所災害対策支

援拠点の設置運営として、各機能班の参集から発電所支援活動の実施及び発電所情

報の収集活動を実施した。 

②本部運営訓練（東海発電所と共通の訓練） 

発電所での原災法第１０条該当事象等の発生を想定し、本店本部の設置運営とし

て、要員の参集から発電所支援活動の実施及び発電所情報の収集活動を実施した。 

 

８．訓練の評価 

要素訓練について定められた手順どおりに訓練が実施されていることを確認した。 

訓練毎の評価結果は、「添付資料」のとおり。 
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９．今後の原子力災害対策に向けた改善点 

要素訓練で抽出された改善点及び今後に向けた改善点は、「添付資料」のとおり。 

 

10．添付資料 

防災訓練（要素訓練）の概要 

 

 以 上 



 
防災訓練（要素訓練）の概要 

 

【発電所】 

（１）本部運営訓練（実施回数：9回、参加人数：延べ 684 名） 

概  要 

実施体制 

（①実施責任者、 

 ②実施担当者） 

評価

結果
当該期間中の改善点 

今後の原子力災害対

策に向けた改善点 

本部運営訓練 

①-1 安全・防災室 安全・防

災グループマネージャー 

①-2 安全・防災室 施設防護

グループマネージャー 

③原子力防災要員 

良 

・発電所本部内で共有される緊急

情報及び重要情報の分類を整理

し、発話の優先度を定め定着化

を図った。 

・自治体等からの問い合わせ対応

について発電所本部内での共

有・対応フローを定め、適切な回

答を行えるよう改善を図った。 

・外部要因（外部脅威者による破

壊活動）に伴うセキュリティと

セーフティが連携したシビアア

クシデント対応を実施した。 

今後も継続して訓練

を行い、要員の力量維

持・向上を図る。 

地震や外部脅威者による破壊活動を起因とした外部電

源喪失、原子炉冷却材の漏えい等、原災法第１０条又は１

５条に至る事象を想定、事象の発生と共に発電所本部各作

業班の要員を招集・本部を設置し、事故収束戦略の立案及

び本店本部とのプラント情報等の共有を実施した。 

 

（２）通報連絡訓練（実施回数：6回、参加人数：延べ 32 名） 

概  要 

実施体制 

（①実施責任者、 

 ②訓練参加者） 

評価

結果
当該期間中の改善点 

今後の原子力災害対

策に向けた改善点 

通報連絡訓練 

①安全・防災室 安全・防災グ

ループマネージャー 

②原子力防災要員 

良 

通報連絡文の文末を事象の発生で

終わらせず、対応状況を記載する

ことで、住民の安心につながる情

報の発信を行うように工夫した。

今後も継続して訓練

を行い、要員の力量維

持・向上を図る。 

地震、発電所内での火災、原災法第１０条又は１５条に

至る事象等を想定し、法令等に基づき自治体他関係各所へ

の通報連絡（模擬通報連絡を含む）対応を実施した。 
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防災訓練（要素訓練）の概要 

 

（３）緊急時環境モニタリング訓練（実施回数：3 回（1/30、2/12、2/19）、参加人数：延べ 17 名） 

概  要 

実施体制 

（①実施責任者、 

 ②訓練参加者） 

評価

結果
当該期間中の改善点 

今後の原子力災害対

策に向けた改善点 

緊急時環境モニタリング訓練 

①安全管理室 放射線・化学

管理グループマネージャー 

②原子力防災要員 

良 特になし。 

今後も継続して訓練

を行い、要員の力量維

持・向上を図る。 

敷地内外の空間放射線率又は空気中のヨウ素濃度が上

昇、又はその恐れがある状態を想定し、原子力防災要員が、

発電所敷地内及び敷地境界付近において、モニタリングカ

ー及び可搬型モニタリングポストを使用し、敷地内外の空

間放射線率・空気中ヨウ素濃度の測定を実施、測定データ

を対策本部と共有することにより、影響範囲の評価を実施

した。 

 

（４）原子力災害医療訓練（実施回数：6 回、参加人数：延べ 90 名） 

概  要 

実施体制 

（①実施責任者、 

 ②訓練参加者） 

評価

結果
当該期間中の改善点 

今後の原子力災害対

策に向けた改善点 

原子力災害医療訓練 

①安全・防災室 安全・防災グ

ループマネージャー 

②原子力防災要員 

良 

・頸椎カラー等の使用頻度が少な

い医療器具の使用を想定した訓

練（原子力安全研究協会（オン

サイト緊急時医療チーム）立

会）を実施した。 

・負傷者搬送中の容態の急変によ

り、心肺蘇生が必要となる訓練

を実施した。 

今後も継続して訓練を

行い、要員の力量維

持・向上を図る。 

・管理区域内の負傷者に対し、管理区域外への搬出、汚染

除去及び応急措置を施す実動訓練を実施した。 

（実施回数：4 回、参加人数：延べ 64 名） 

・発電所で保有している担架、止血帯等の医療用器具の取

扱い及び傷病者の搬送訓練を実施した。 

（実施回数：2 回、参加人数：延べ 26 名） 

添
付

資
料
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防災訓練（要素訓練）の概要 

 

（５）全交流電源喪失対応訓練（実施回数：38 回、参加人数：延べ 216 名） 

概  要 

実施体制 

（①実施責任者、 

 ②訓練参加者） 

評価

結果
当該期間中の改善点 

今後の原子力災害対

策に向けた改善点 

緊急時の電源確保に係る訓練 

（実施回数：12 回、参加人数：延べ 85 名） 

①安全・防災室 安全・防災

グループマネージャー 

②原子力防災要員 

良 特になし。 

今後も継続して訓練

を行い、要員の力量維

持・向上を図る。 

・低圧電源車の発電機起動操作、電源ケーブルの引出し・

回収、低圧電源車への電源ケーブル接続訓練を実施し

た。 

（実施回数：11 回、参加人数：延べ 78 名） 

・現場実動訓練として、旧基準のプラント状態における落

雷による外部電源全喪失が発生する事象を想定した。 

 給電を実施するため、発電所本部と現場が連携し低圧電

源車の移動及び発電機起動、電源ケーブルの引出し、低

圧電源車から２７５ｋＶ開閉所ＭＣＣまでのケーブル

敷設作業を実施した。 

（実施回数：1 回、参加人数：延べ 7 名） 

緊急時の最終的な除熱機能の確保及び使用済燃料プール

の冷却確保に係る訓練 

（実施回数：26 回、参加人数：延べ 131 名） ①安全・防災室 安全・防災

グループマネージャー 

②原子力防災要員 

良 特になし。 

今後も継続して訓練

を行い、要員の力量維

持・向上を図る。 
可搬型代替注水ポンプ車のポンプユニット起動操作、水

中ポンプ引き出し・回収操作、ホース接続及びホース取扱

の実動訓練を実施した。 
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防災訓練（要素訓練）の概要 

 

（６）シビアアクシデント対策訓練（実施回数：6 回、参加人数：延べ 461 名） 

概  要 

実施体制 

（①実施責任者、 

 ②訓練参加者） 

評価

結果
当該期間中の改善点 

今後の原子力災害対

策に向けた改善点 

本部運営訓練 

（実施回数：6 回、参加人数：延べ 461 名） ①安全・防災室 安全・防災

グループマネージャー 

②原子力防災要員 

良 特になし。 

今後も継続して訓練

を行い、要員の力量維

持・向上を図る。 

地震・津波等の自然現象を起因とした全交流電源喪失や

炉心損傷等のシビアアクシデント事象について、災害対策

本部における対応訓練を実施した。 

 

【本店】 

（７）その他必要と認められる訓練 

①原子力事業所災害対策支援拠点運営訓練（実施回数：2回（12/25：図上訓練、3/24：実動訓練）、参加人数：23 名） 

概  要 

実施体制 

（①実施責任者、 

②訓練参加者） 

評価

結果
当該期間中の改善点 

今後の原子力災害対

策に向けた改善点 

原子力事業所災害対策支援拠点運営訓練 

①発電管理室 警備防災 

グループマネージャー 

②本店各室員 
良 

過去実施した訓練における録画映

像を教育用資料に反映した。 

作業安全の観点から、

以下の改善点を抽出

したため、マニュアル

に反映する。 

・屋外作業時は保護メ

ガネを着用するこ

と。 

・発電機設置後は、周

辺に消火器を配備

すること。 等 

今後も継続して訓練

を行い、要員の力量向

上を図る。 

発電所での原災法第１０条該当事象等の発生を想定し、

原子力事業所災害対策支援拠点の本部運営に係る図上訓練

及び資機材・資料の運搬、設置等の拠点設営に係る実動訓

練を実施した。 

なお、拠点設営に係る実動訓練においては、作業安全の

観点から東海・東海第二発電所安全・防災室員によるオブ

ザベーションを実施した。 
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防災訓練（要素訓練）の概要 

 

 

②本部運営訓練（実施回数：13 回、参加人数：延べ 613 名） 

概  要 

実施体制 

（①実施責任者、 

②訓練参加者） 

評価

結果
当該期間中の改善点 

今後の原子力災害対

策に向けた改善点 

本部運営訓練 

①発電管理室 警備防災 

グループマネージャー 

②本店総合災害対策本部員 

良 
共有資料にＳＡ設備の略語集を追

加した。 

今後も継続して訓練

を行い、要員の力量向

上を図る。 

発電所での原災法第１０条事象の発生を想定し、本店

本部の設置運営として、各機能班の参集から発電所支援

活動の実施及び発電所情報の収集活動を実施した。 

 

以 上 
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